
施設・事業を運営する際の留意事項について 
凡例・・・○：該当、必須   △：参考、任意   ×：非該当 

認可 
保育所 

小規模・ 
事業所内 
保育事業 

家庭的 
保育事業 

認定 
こども園 

幼稚園 備   考 
関 係 

様 式 

ページ 内  容  ページ 

１ 保育所保育指針 １ ○ ○ ○ ○ × ― 

２ 健康管理 4 ○ ○ ○ ○ ○ 1 

３ 
嘱託医・児童の健康診断・
与薬・歯科健診 5 ○ ○ ○ ○ ○ 5 

４ 感染症関係 12 ○ ○ ○ ○ ○ 6 

５ 
虐待対応 14 ○ ○ ○ ○ ○ ― 

障害児保育・医療的ケア 21 ○ ○ ○ ○ ○ ― 

６ 災害への備え 29 ○ ○ ○ ○ ○ 8 

７ 
苦情解決 

31 
○ ○ ○ ○ ○ 12 

第三者委員 ○ 小○、事△ △ △ △ ― 

８ 
自己評価 

38 
○ ○ ○ ○ ○ ― 

第三者評価 ○ △ △ △ △ ― 

９ 
接続期カリキュラム 

46 
○ △ △ ○ ○ ※認定こど

も園・幼稚
園は指導
要録

15 
保育所児童保育要録 ○ × × × × 

10 

給食運営 
57 

○ ○ ○ ○ × 
※小・家は
別途基準
配付 ― 

食物アレルギー対応 
（生活管理指導表） ○ ○ ○ ○ ○ 

11 給食食材放射性物質測定 70 ○ ○ ○ × × 18 

12 
特定教育・保育施設等にお
ける運営指導について 83 ○ ○ ○ ○ ○ ― 

13 
重要事項説明・運営規程・
利用契約書等について 87 ○ ○ ○ ○ ○ ― 

14 研修等 89 ○ ○ ○ ○ ○ ― 

15 関係様式集 90 ○ ○ ○ ○ ○ ― 

平成 31年３月 

横 浜 市 こ ど も 青 少 年 局 

保育・教育運営課／保育・教育人材課 



 

参考資料 

 

 

 

 次の様式及びガイドライン等については、下記のホームページに掲載していますので、 

適宜使用してください。 

 

横浜市提出用様式 

・事故報告書 

・感染症等発生報告書 

 

通知・ガイドライン等 

・教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン 

（平成 28年 3月） 

・保育所における感染症対策ガイドライン（平成 30年 3月） 

 

掲載（横浜市こども青少年局ホームページ） 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/unei/any.html 

 

 
 
 
 
 



１ 保育所保育指針 

保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示第１１７号）抜粋 

第1章 総則 

各保育所は、この指針において規定される保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、

各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。 

１ 保育所保育に関する基本原則 

（３）保育の方法

オ 子どもが自発的、意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や子ど

も相互の関わりを大切にすること。

（５） 保育所の社会的責任

ア 保育所は、子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重

して保育を行わなければならない。

２ 養護に関する基本的事項 

（２）養護に関わるねらい及び内容

ア 生命の保持 （イ）内容

① 一人一人の子どもの平常の健康状態や発育及び発達状態を的確に把握し、異常を感じる

場合は、速やかに適切に対応する。

② 家庭との連携を密にし、嘱託医等との連携を図りながら、子どもの疾病や事故防止に関

する認識を深め、保健的で安全な保育環境の維持及び向上に努める。

３ 保育の計画及び評価 

（２） 指導計画の作成

キ 障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握

し、適切な環境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長でき

るよう、指導計画の中に位置付けること。また、子どもの状況に応じた保育を実施する

観点から、家庭や関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成するなど適切な対

応を図ること。

（４）保育の内容等の評価

ア 保育士等の自己評価

（ア）保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評

価することを通して、その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければならない。 

イ 保育所の自己評価

（ア）保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価を踏

まえ、当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するよ

う努めなければならない。
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第３章 健康及び安全 

１ 子どもの健康支援 

（１） 子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 

  ア 子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状態並びに発育及び発達状

態について、定期的、継続的に、また、必要に応じて随時、把握すること。 

  イ 保護者からの情報とともに、登所時及び保育中を通じて子どもの状態を観察し、何らか

の疾病が疑われる状態や傷害が認められた場合には、保護者に連絡するとともに、嘱託

医と相談するなど適切な対応を図ること 

２ 食育の推進 

（１）保育所の特性を生かした食育 

イ 子どもが生活と遊びの中で、意欲を持って食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽

しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するものであること。 

（２） 食育の環境の整備等 

ウ 体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人一人の子どもの心身の状態等

に応じ、嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切に対応すること。栄養士が配

置されている場合は、専門性を生かした対応を図ること。 

第４章 子育て支援 

２ 保育所を利用している保護者に対する子育て支援 

（２）保護者の状況に配慮した個別支援 

イ 子どもに障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機関との連携及び協力

を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行うよう努めること。 

（３） 不適切な養育等が疑われる家庭への支援 

イ 保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、要保護児童

対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図ること。また、虐待が疑われる場合には、

速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。 

第５章 職員の資質向上 

１ 職員の資質向上に関する基本的事項 

（１）保育所職員に求められる専門性 

  子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、職員一人一人 

  の倫理観、人間性並びに保育所職員としての職務及び責任の理解と自覚が基盤とな 

  る。各職員は、自己評価に基づく課題等を踏まえ、保育所内外の研修等を通じて、 

  保育士・看護師・調理員・栄養士等、それぞれの職務内容に応じた専門性を高める  

  ため、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

２ 施設長の責務 

（２） 職員の研修機会の確保等 

施設長は、保育所の全体的な計画や、各職員の研修の必要性等を踏まえて、体系的・計画

的な研修機会を確保するとともに、職員の勤務体制の工夫等により、職員が計画的に研修

等に参加し、その専門性の向上が図られるよう努めなければならない。 
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３ 職員の研修等 

（１） 職場における研修

職員が日々の保育実践を通じて、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上を図るととも

に、保育の課題等への共通理解や協働性を高め、保育所全体としての保育の質の向上を図

っていくためには、日常的に職員同士が主体的に学び合う姿勢と環境が重要であり、職場

内での研修の充実は図られなければならない。

（２） 外部研修の活用

各保育所における保育の課題への的確な対応や、保育士等の専門性の向上を図るためには、

職場内での研修に加え、関係機関等による研修の活用が有効であることから、必要に応じ

て、こうした外部研修への参加機会が確保されるよう努めなければならない。
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３ 嘱託医・児童の健康診断・与薬・歯科健診 
 

＜保育園医（嘱託医）について＞ 

 

（１）横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（抜粋） 

 第 44 条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。た

だし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことがで

きる。 

 

（２）保育園医（嘱託医）の役割 

   心身の発達の最も顕著な乳幼児期の健康管理は、その子どもの人生を左右す

るものです。保育所の保健（健康）管理の責任者は園長ですが、保育園医には

定期健康診断等に加え、職員及び保護者への相談・指導を行っていただくなど、 

保育所保育指針 第３章 『健康及び安全』を確認し、日常的な連携を図るよ

う努めてください。 

 

（３）選定について 

   保育園医（嘱託医）の人選及び選定は、各施設で行います。 

選定にあたっては、できるだけ小児科医としてください。それが難しい場合

は、内科医としてください。地域型保育事業の嘱託医は連携施設の嘱託医が兼

ねることもできます。 

選定にあたり相談がありましたら、横浜市医師会に御相談ください。 

 ●横浜市医師会の事務局の連絡先 

    一般社団法人横浜市医師会 福祉保険課 電話 045-201-7366 

    ※ご相談がある場合は、医師との調整がありますので、なるべく早めにご相談ください。 

 

（４）健康診断について 

   健康診断は、年 2 回実施します。うち、1 回は入所時健康診断を兼ねること

ができるため、できるだけ早い時期（４～5 月ごろ）に実施します。実施時期

については、保育園医（嘱託医）と相談して決定してください。日にちが決ま

ったら、保護者に周知し、多くの園児が受診できるようにしましょう 

   また、日頃から保育園医（嘱託医）と連携をもち、園児数や障害児数などを

情報提供しましょう。 
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＜参考＞ ○根拠法令等 

認可保育所 地域型保育事業 
幼保連携型 

認定こども園 

幼稚園・ 

幼稚園型認定こども園 

横浜市児童福祉施設

の設備及び運営の基

準に関する条例 

 

横浜市家庭的保育事

業等の設備、運営等の

基準に関する条例 

就学前の子どもに関

する教育、保育等の総

合的な提供の推進に

関する法律 

学校保健安全法 

第 44 条  保育所に

は、保育士、嘱託医及

び調理員を置かなけれ

ばならない。ただし、

調理業務の全部を委託

する施設にあっては、

調理員を置かないこと

ができる。 

第 23 条 家庭的保育

事業を行う場所には、

家庭的保育者、嘱託医

及び調理員を置かなけ

ればならない。ただし、

次のいずれかに該当す

る場合には、調理員を

置かないことができ

る。（以下略） 

第 27 条 学校保健安

全法 （昭和 33 年法律

第 56 号）第３条 から

第 10 条 まで、第 13

条から第 21 条まで、

第 23 条及び第 26 条

から第 31 条までの規

定は、幼保連携型認定

こども園について準用

する。 

第 23 条 学校には、

学校医を置くものとす

る。  

２ 大学以外の学校に

は、学校歯科医及び学

校薬剤師を置くものと

する。 

 

＜歯科健診について＞ 

歯科健診も年 2 回実施することとなっています。実施については、歯科医師と相

談して決定してください。日にちが決まったら、保護者に周知し、多くの園児が受

診できるようにしてください。 

なお、「保育所等入所児童に対する歯科健診の実施について」と「歯科健診アンケ

ート」は、3 月中に HP に掲載する予定です。 

 

○内科健診・歯科健診等の回数について 

認可保育所・地域型保育事業 

幼保連携型認定こども園 
幼稚園・幼稚園型認定こども園 

１号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 

年２回 年１回 年２回 

うち１回はできるだけ早い時期に実施  

 

※認可保育所・地域型保育事業・幼保連携型認定こども園における「歯科健診」の

回数も年 2 回です。2019 年度からは年 2 回実施できるよう、歯科医師と調整を

お願いします。 

※健診にかかる費用は、公定価格に含まれています。 

 

＜参考＞ 

※学校保健安全法施行規則（最近改正：平成 27 年 1 月 20 日文部科学省令第一号）より抜粋 

第六条（検査の項目） 

身長、体重、栄養状態、脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無、視力及び聴力、眼の疾病及び

異常の有無、耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無、歯及び口腔の疾病及び異常の有無、結核の有

無、心臓の疾病及び異常の有無、尿、その他の疾病及び異常の有無 
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第 4 章 保育所等における与薬 
 

Ⅰ 与薬に対する基本姿勢 

薬は、患者またはその保護者が自己の責任において服用・投与するものであって、む

やみに第三者が与薬すべきものではありません。また厚生労働省は、福祉施設等におけ

る看護職等によらない与薬が可能な条件として①患者の容態が安定している②投薬にか

かわる医師や看護職の連続的な容態観察が不要③誤嚥等の与薬にかかわる専門的配慮が

不要の 3 点を上げています。したがって、保育所の園児に対する与薬も原則として行う

べきではありません。しかしながら、障害児保育の実施、保育時間の延長等の傾向下で

は、慢性疾患等のある園児に保育所で与薬せざるをえない場合があります。そこで、保

育所としても、やむをえない場合に限り、必要かつ最小限の与薬を行います。 

  

基本方針 

① 主治医から園児に処方された薬は、元来その保護者が与えるべきものである。 

② 保育時間中等、やむをえず保護者が薬を与えることができないときは、保育所は保護

者から所定の「連絡票」を求めたうえで協力する。 

③ 慢性疾患の日常における投薬・処置については、その園児の主治医または保育園医の

指示に従うとともに、保護者や主治医との連携を密にするように努める。 

④ 保育所で与薬する薬は、園児を診察した医師が処方し調剤したもの、あるいはその医

師の処方によって薬局で調剤したものであること。（一包化されていることが必要） 

⑤ 保護者の個人的な判断で持参した薬は、保育所としては対応できない。 

⑥ 保育所への登園にふさわしくない急性疾患に対する薬は、抗生物質も含めて園での与

薬の対象にはならない。 

⑦ 保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その園児の状態等に応じて保護者に連

絡するとともに、保育園医やかかりつけ医等と相談し、医師の指示に従ったうえで、

与薬も含め適切な処置を行うこと。看護師等が配置されている場合には、その専門性

を生かした対応を図ること。 

 

Ⅱ 保育所で与薬に協力できる薬剤 

 抗けいれん剤、心疾患用薬剤、食物アレルギーの予防薬等、慢性疾患を抱える園児が

どうしても決まった時間に投薬することが必要であると医師が判断する薬に限り、保育

所での与薬を依頼することができます。 

 熱性けいれんを起こしやすい園児が用いる発熱時のけいれん予防の薬（ダイアップ坐

剤）、食物アレルギーの児が誤食によってアレルギー症状を起こした時に服用する薬（抗

ヒスタミン剤）等、状態が変化した時に 1 回だけ用いる頓用薬も与薬することができま

す。 

急性の病気では、本来保護者による日常的な看護が必要で、保育所にいる間に薬を服

用しなければならない状態は登園にふさわしくありません。従って、いわゆる『かぜ薬』

と称される薬、すなわち、せきや鼻水、下痢等、急性疾患に対する薬は、抗生物質も含め

て園での与薬の対象にはなりません。 

塗り薬等の外用薬については、医師が処方した薬で、保育時間中にどうしても外用す

る必要がある場合のみ許可します。市販の一般薬は原則として認めません。 

ただし、日焼け止め、虫刺され予防の薬は、基礎疾患の管理治療上必要な場合のみ、園
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児の主治医、かかりつけ医や保育園医等と相談したうえで、主治医の意見書を必要とし

ます。 

 

Ⅲ 与薬依頼：保護者が園へ提出する書類 

 保護者が与薬の代行を保育所に依頼するためには保護者が記入する「与薬依頼書」と

医師が記入する「主治医意見書」を保育所あてに提出します。 

 慢性疾患等で毎日投与するものでも事故を防ぐため、薬を預かる量は１回分またはそ

の日の分だけとし、１回ごとに与薬依頼書でチェックします。１枚の与薬依頼書で 12 回

分の与薬管理ができるので、記入欄がなくなる頃に依頼書を更新します。与薬依頼書は

少なくとも園児の在籍中は保管しておきます。 

主治医意見書については、処方内容に変更のない限り、１年間を限度として有効とし

ます。 

 熱性けいれん予防の抗けいれん剤、食物アレルギー発症時の抗ヒスタミン剤について

はあらかじめ預かっておいて、必要な時に使用することになりますが、使用時には必ず

保護者に連絡し、了解を取ってください。連絡の取れないときは原則使用しませんが、

これらの薬は緊急投与の必要がある場合も考えられるので、「連絡が取れないとき」の取

り決めを園と保護者の間で取り交わしておきます。 

保育所で与薬を行う場合の責任者は保育園長であり、園長は保育園医・主治医・保護

者等との協議によって与薬の可否を決定します。また園長は、薬剤の適切な管理や職員

の共通理解を図り、園内体制を整える必要があります。 

 

Ⅳ 薬の保管 

 薬は１回分または１日分のみ預かることを原則とします。薬は専用の薬品保管庫に保

管し、薬品保管ノート等の記録をとるものを用意してください。 

①薬を保護者から受領したら、与薬依頼書の使用日欄に日付と受領者サインを記入し

ます。 

②薬を薬品保管庫に保管する時に、与薬依頼書の保管サイン（入）に記入してくださ

い。 

③与薬と保管庫から薬を出す作業は別々の職員が行ってください。与薬時には保管庫

から取り出した記録は与薬依頼書の保管サイン（出）、与薬をした記録は与薬サイン、

投与時間に記入して行います。 

 
注意点 

 ・薬を他の園児が誤って内服することのないように施錠のできる場所に保管する等、

管理を徹底してください。 
 ・与薬にあたっては、複数の保育士等でダブルチェックを行い、重複与薬、人違い、与

薬量の誤認、与薬忘れがないよう確認してください。 
  
 

Ⅴ 与薬における医師の役割 

保育所での与薬はきわめてデリケートな問題をはらんでいるため、医師は「保育所で

は与薬しない」という原則を了解し、その上で与薬の必要性を熟考して、最低限の指示

に努めることが求められます。 
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 保育所では急性疾患の症状のある園児を預かる時に、しばしば困難な問題が生じます。

少しくらい具合が悪くても預けたい保護者と、いかに安全に保育を遂行するかに心を砕

く保育所側のせめぎ合いが日々繰り広げられていると言えます。そこで求められるのが

医師の的確な判断と指導です。 
 医師は園児が登園することが妥当であるかをまず判断し、さらに薬がどのように投与

されるべきかの指示を出す役割を担っています。 
 急性疾患においては、保育所で過ごす時間帯に与薬が必要な状態では登園を許可すべ

きではありません。登園が可能な状態では分２処方や、分３でも朝、帰宅後、寝る前の

３回投与を心がけます。 
保育園医あるいは指示書を記載した医師は保育所と密に連携を保ち、保育所からの問

い合わせに快く応対することも重要な職務ですので、園児が保育所でより快適な時間を

過ごすために、医師のサポートは大切な一翼を担っているといえます。 
 
 
※ 分 2 処方：１日の薬の用量を２回に分けて服用する処方の事 
 
 

参考 
・一般社団法人日本保育保健協議会ホームページ http://www.nhhk.net/index.html 
・保育所保育指針解説書【平成 21 年４月６日現在】 
・学校における薬品管理マニュアル（日本学校保健会編） 
・平成 17 年厚生労働省医政局長通知「医師法 17 条、歯科医師法 17 条および保健師助産師

看護師法 31 条の解釈について」 
 
 
 

出典：『保育園医の手引き』 
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府 子 本 第 6 8 3 号 

29 生社教第 10 号 

医政医発０８２２第１号 

子保発 0822 第１号 

子子発 0822 第１号 

平成 29 年８月 22日 

各 都 道 府 県 衛 生 主 管 部 （ 局 ） 長 

各都道府県・指定都市・中核市児童福祉主管部（局）長  

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 市 長 殿 

各指定都市・中核市教育委員会教育長 

附属幼稚園を置く各国立大学法人の長 

内 閣 府 子 ど も ・ 子 育 て 本 部 

参 事 官 （ 認 定 こ ど も 園 担 当 ） 

（ 公 印 省 略 ） 

文部科学省生涯学習政策局社会教育課長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生労 働省子 ども家 庭局 保育課長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長 

（ 公 印 省 略 ） 

教育・保育施設等におけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第 17条の

解釈について 

学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入については、「学校におけるてんか

ん発作時の坐薬挿入について」（平成 28年２月 29日付け文部科学省初等中等

教育局健康教育・食育課事務連絡）（別紙）により、学校現場等で児童生徒が

てんかんによるひきつけを起こし、生命が危険な状態等である場合に、現場に

居合わせた教職員が、坐薬を自ら挿入できない本人に代わって挿入する行為に

ついては、４つの条件を満たす場合は、医師法違反とはならない旨、周知され

ているところです。 

これを踏まえ、保育園、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、

放課後子供教室等（以下「教育・保育施設等」という。）におけるてんかん発

作時の坐薬挿入について、下記のとおり示しますので、貴職におかれては、十

【参考】
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分御了知の上、貴管内の関係者に対して遅滞なく周知し、関係部局と連携の上、

適切に対応くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、一連の行為の実施に当たっては、てんかんという疾病の特性上、教育

・保育施設等において子どものプライバシー保護に十分配慮がなされるよう強

くお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

教育・保育施設等において子どもがてんかんによるひきつけを起こし、生命

が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた教育・保育施設等の職員又は

スタッフ（以下「職員等」という。）が、坐薬を自ら挿入できない本人に代わ

って挿入する場合が想定されるが、当該行為は緊急やむを得ない措置として行

われるものであり、次の４つの条件を満たす場合には、医師法違反とはならな

い。 

 

① 当該子ども及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指

示を受けていること。 

・ 教育・保育施設等においてやむを得ず坐薬を使用する必要性が認められ

る子どもであること 

・ 坐薬の使用の際の留意事項 

② 当該子ども及びその保護者が、教育・保育施設等に対して、やむを得ない

場合には当該子どもに坐薬を使用することについて、具体的に依頼（医師か

ら受けた坐薬の挿入の際の留意事項に関する書面を渡して説明しておくこと

等を含む。）していること。 

③ 当該子どもを担当する職員等が、次の点に留意して坐薬を使用すること。 

・ 当該子どもがやむを得ず坐薬を使用することが認められる子ども本人 

 であることを改めて確認すること 

・ 坐薬の挿入の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること 

・ 衛生上の観点から、手袋を装着した上で坐薬を挿入すること 

④ 当該子どもの保護者又は職員等は、坐薬を使用した後、当該子どもを必ず

医療機関での受診をさせること。 
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４ 感染症関係 
 

こ 保 人 第 7 5 0 号 
平成 30 年 9 月 21 日 

各保育・教育施設 施設長 様 
こども青少年局保育・教育人材課長  

感染症等発生時の報告について（通知） 

  
１ 報告方法 
  乳幼児が集団で利用する施設等においては、感染症等の発生時における迅速で適切な

対応が求められていることから、各保育・教育施設にて感染症等が発生及びその疑いが

ある場合、「２ 報告基準」に従い、『感染症等発生報告書』様式を使用し、保育・教育

施設が所在する区福祉保健センターこども家庭支援課）へ速やかにＦＡＸにて報告して

いただくこととしています。 

今般、『感染症等発生報告書』様式を一部変更し、施設住所欄を追加しますので、今

後は新しい様式で報告していただきますようお願いいたします。 
なお、ＦＡＸを送信の際、必ず事前に電話にて「ＦＡＸを送信する」旨を連絡してく

ださい。 
 
２ 報告基準 
（１） 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤 
   患者が１週間内に２人以上発生した場合 
（２） 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が１０人以上 

 又は全利用者の２割以上発生した場合（インフルエンザ、ノロウイルス 等） 
（３） 上記に該当しない場合があっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑 

われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 
（４） 「感染症法に定める感染症（一類～三類）及び麻疹・風しん」については、１人 

でも発生及びその疑いのある場合 
 

※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）施行令（H29.12.15 一部改正）  

  感染症名 

  一類 
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、 

ラッサ熱 

二類 

急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイル

ス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る）、中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナ

ウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る）、鳥インフルエンザ（病原体がインフル

エンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ

等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであ

るものに限る。第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。）、特定鳥インフル

エンザの血清亜型：Ｈ５Ｎ１、Ｈ７Ｎ９ 

三類 腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス 
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３ その他 
  『感染症等発生報告書』にて報告後１週間が経過した段階で、発生状況に改善がみら

れない場合、再度『感染症等発生報告書』にて各区福祉保健センターこども家庭支援

課）へ報告してください。 
 
４ 感染症等発生時の連携体制について（参考） 

   
                 

 
 
           

                                     
                      

                         
 

 
 
 
 
【参考】 
○「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」（Ｈ17.2.22 厚労省各局課長通知） 
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/dl/h170222.pdf 
 
○「保育所における感染症対策ガイドライン（2018 改訂版）」 
  http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/jinzai/ 
  （保育・教育人材課のホームページから、ダウンロードしてください） 

保 育・教育 施 設 嘱託医・連携医・医療機関 

各区福祉保健センター 
こども家庭支援課 

各区福祉保健課健康づくり係 

生活衛生課食品衛生係 

 

報告（報告書の提出）・相談 

報告・相談・指導 

法に基づく報告 

（受診した医療機関） 
相談・指導 

報告書（写）にて 

報告・相談 

こども青少年局 
保育・教育人材課 

健康福祉局健康安全課 
健康危機管理担当 

 報告書をＦＡＸ 
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５－１ 虐待対応 
 

＜保育所での被虐待児童の見守り強化＞ 

  子どもに対する虐待は、最大の人権侵害であり、子どもの健康と安全が脅かされ、生

命の危機も招く重大な問題です。 

 

  保育所保育指針や解説書において、「虐待防止等に関する連携」や「保護者に不適切な

養育等が疑われる場合の支援」が示されており、見守りや保護者への支援は、保育所の

重要な役割です。 

 

  「虐待ではないか」と疑いを持った場合の通告義務は、守秘義務に優先されます。 

   ※別紙資料を参照してください。 

  気になる児童や家族については、担任だけで対応せず、組織内で共有化し、対応につ

いては組織的に行い、必要に応じて区役所や児童相談所などの関係機関と情報共有し、

適切な対応に努めてください。 
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障害児保育教育対象児童等の認定について 

保育所等（子ども・子育て支援新制度における給付対象の民間保育所、認定こども園、幼稚園及び

地域型保育事業等）における特別な支援を必要とする児童の保育・教育の実施については、平成 27

年４月の子ども・子育て支援新制度の施行に合わせて制定した「横浜市障害児等の保育・教育実施要

綱」に基づき、対象児童の認定可否、加配区分決定等を行っています。 

※「横浜市障害児等の保育・教育実施要綱」及び関係様式は下記ページに掲載しています。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/unei/any.html 

１ 対象児童 

（１）障害児保育教育対象児童

次のアからエまでのいずれかに該当する児童

ア 身体障害者福祉法（昭和 24年 12月法律第 283号）第 15条に定める「身体障害者手帳」の

交付を受けている児童

イ 療育手帳制度要綱（昭和 48年９月 27日厚生省発児第 156号）に定める「療育手帳」（横浜

市における呼称は「愛の手帳」）の交付を受けている児童

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45条に定める「精神障害者保健福祉手帳」の

交付を受けている児童

エ ア、イ又はウのいずれかと同等程度の障害を有すると、児童相談所、横浜市障害者更生相

談所、横浜市総合リハビリテーションセンター、横浜市地域療育センター、小児療育セン

ター、神奈川県立こども医療センター、横浜市立病院及び地域中核病院等の機関（以下「判

定機関等」という。）の診断等により、区福祉保健センター長が特に認めた児童

（２）特別支援保育教育対象児童

判定機関等の診断等を受けていないが、次のアまたはイのいずれかに該当する児童

ア 次の各号のすべてに該当する児童。

(ア) 横浜市地域療育センター又は横浜市総合リハビリテーションセンター等の療育機関を

利用している児童又は利用する予定がある児童

(イ) この要綱による障害認定を受けていない児童

(ウ) 集団保育において特別な配慮の必要があると区福祉保健センター長が認めた児童

イ ア以外の児童で、区福祉保健センターでの心理相談を利用する等の専門職による関わりが

あり、集団において保育士加配が必要と区福祉保健センター長が必要性を特に認めた児童

（３）被虐待児保育教育対象児童

児童相談所との協議を踏まえ、次の各号のすべてに該当すると区福祉保健センター長が特に認

めた児童 

ア 虐待がある又は虐待が疑われ、保護者等と対象児童を日中に分離すること等により、虐待

の重篤化を防止することが期待できる児童

イ 日々の状況を把握することが必要な児童

ウ 保護者対応や当該児童の状況により、保育士等の加配置がないと特定保育・教育施設での

円滑な運営に支障が生じる恐れがある児童

（４）医療的ケア対象児童

たん吸引、導尿、経管栄養の医療的ケアが必要な児童で、ほかに重篤な症状がなく、集団での

保育教育が可能であると区福祉保健センター長が認めた児童 

２ 障害児及び特別支援対象児童の認定までの流れ 

対象児童の支給認定区分によって、また、２・３号認定児童については、新たに施設・事業を利

用する児童と、既に施設・事業を利用している児童とでは、手続きの流れが異なります。（区福祉

保健センター長による加配区分の決定 及び 加配区分による職員等の配置、助成については共通で

す。…後述２(１)エ及びオ参照） 
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（１）１号認定児童について（前年度私立幼稚園特別支援教育費補助対象児の申請も含む） 

   幼稚園、認定こども園１号認定部分のみ該当 

  （別添フロー図「給付幼稚園、認定こども園（１号認定） 障害児等保育教育対象児童申請の

手続き」を参照） 

 

ア 児童状況書の作成依頼 
入園内定後、施設での保育・教育の提供において、特別な支援を必要とする児童の対象に該当

すると施設が判断した児童がいる場合には、保護者に対して説明を行い、必要に応じて支援や療

育へつなげるとともに、「児童状況書」（第１号様式＜保護者用＞）と、（上述１(１)ア・イ・ウの

手帳の交付を受けていない場合には）「児童意見書・診断書」（第３号様式＜判定機関等用＞【１

号認定用】）を渡し、保護者へ提出を依頼します。第１号様式で記入できない部分がある場合に

は、その部分は空欄でも構いませんが、同意欄の保護者署名は申請に必須です。手帳を交付さ

れている場合は、手帳の写しの提出も依頼します。 
 
イ 「児童状況確認書」の作成 

「児童状況確認書」（第２号様式＜施設・事業者用＞）を作成してください。作成にあたって

は、以下の点にご留意ください。なお、新規入園児のうち、面談時等の状況では記入が難しい場

合は、入園後、保育・教育の状況をもとに記入し、申請してください。 
【留意点】 
 生活習慣や発達の状況を中心に客観的に記入してください。 
 日常の保育・教育時間の中で把握できないことを理由に、プライバシーや児童の状況につい

て、過度の聞き取りを行う等必要以上に立ち入らないよう配慮し、確認できない内容につ

いては、その部分の記載はなしで提出していただいてかまいません。 
 
ウ 施設からの申請 

保護者から児童状況書等の提出を受け、施設所在区の福祉保健センターへ以下の書類を提出し

ます。なお、当該児童に対して特別な支援を行っていたことが記録等で明らかな場合は、支援を

開始した日に遡って認定することができます。（※特別な支援の内容については後述「４ 障害

児及び特別支援対象児童の保育・教育の実施にあたって」下線部分を御参照ください。記録等に

ついては申請先の区にご相談ください（例として保育日誌等に当該児童の個別対応を記載したも

の、児童数に対する職員配置状況のわかる書類、あるいは同等の内容の書類が考えられます）。 
【提出書類】 
①「障害児等保育教育対象児童認定（変更）申請書」（第 10号様式） 
②「児童状況書」（第１号様式） 
③手帳がある場合、手帳の写し 
④手帳がない場合、診断書または「児童意見書・診断書」（第３号様式）（原本または写） 
 ※前年度の横浜市私立幼稚園特別支援教育費補助金の対象園児については、こども青少年局

子育て支援課幼児教育係へ提出した手帳・診断書の写しでも可。 
※神奈川県私立幼稚園等特別支援教育費補助金を申請する園児については、市には写しを提

出し、原本は神奈川県に提出してください。 
⑤「児童状況確認書」（第２号様式） 

 
 エ 障害児等加配区分の決定 

ウの申請を受け、区福祉保健センター長は、「障害児に対する加配区分基準表」（要綱別表１及

び２）と照らし合わせて客観的な判断により加配区分を決定し、施設へ通知します。 
 

 オ 加配区分による職員等の配置、助成 
施設は、決定された加配区分に応じ横浜市の助成を受けることができます。助成を受けた施設

は、加配区分に応じた人数に相当する職員の配置や障害児等の保育・教育に必要な配慮をしてく

ださい。 
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（２）２・３号認定児童（新規利用児童）について 幼稚園、認定こども園１号認定部分を除く 
   （別添フロー図「保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業等(２・３号認定)

障害児等保育教育対象児童申請の手続き新規利用児童用」を参照） 

施設・事業の利用申請時に、保護者は「児童状況書」（第１号様式）と必要書類を居住区福

祉保健センターに提出します。希望施設・事業の所在区の福祉保健センターは、判断できる範

囲において、障害児等保育実施の対象児童かどうかの判断を行い、施設・事業の利用調整と並

行して認定の可否、加配の区分を決定します。 
 

 ア 新規利用（入所）希望者の見学の受入 
   施設・事業は、希望者の見学の受け入れをお願いします。 

 
イ 試行的保育(※1)の実施と「児童状況確認書」の作成（原則、利用調整の内諾後） 

見学時、もしくは区との利用調整（内諾）後、施設・事業で児童の試行的保育(※1)を行い、児

童の状況や様子を確認いただき、「児童状況確認書」（第２号様式＜施設・事業者用＞）を記載の

うえ、施設・事業所在区の福祉保健センターへ御提出ください。 
区福祉保健センターは、提出された「児童状況確認書」、利用申請時に保護者から直接区に提

出された「児童状況書」（第１号様式）及び判定機関・医療機関による「児童意見書・診断書」（第

３号様式）により、必要に応じて認定の可否・加配区分を仮決定します。 
仮決定の結果は、利用調整結果をお知らせする「施設・事業利用調整結果一覧（２号・３号）

に記載し、各施設・事業にお知らせします。 
  ※１ 試行的保育とは：対象児童の状況の確認や観察を行うため、見学に代わって実施できる保

育です。（見学のみでも差支えありません。） 
利用希望の保育所等にて行うことができ、必要に応じて保護者からの

聞き取りや面談を行います。 
             保育を実施する時間は施設・事業が保護者と調整して決め、対象児童の

生活習慣を知るために、飲食させることも差支えないものとしますが、

衛生面・アレルギーには十分注意します。 
 

【「児童状況確認書」作成にあたっての留意点】 
 生活習慣や発達の状況を中心に客観的に記入してください。 
 日常の保育・教育時間の中で把握できないことを理由に、プライバシーや児童の状況につい

て、過度の聞き取りを行う等必要以上に立ち入らないよう配慮し、確認できない内容につ

いては、その部分の記載はなしで提出していただいてかまいません。 
 加配区分に関する意見は、「障害児に対する加配区分基準表」（要綱別表１または別表２）に

沿って、施設記入欄の「集団保育に対する施設・事業者の意見」欄に記入してください。 
 
ウ 施設・事業からの申請 

以下の書類を所管の区福祉保健センター長に提出してください。 
【提出書類】 
①「障害児等保育教育対象児童認定（変更）申請書」（第 10号様式） 
②「児童状況確認書」（第２号様式）（試行的保育実施後に提出済みの場合は除く） 

 
（３）２・３号認定児童(継続利用児童)について 幼稚園、認定こども園１号認定部分を除く 
  （別添フロー図「保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業等(２・３号認定)障

害児等保育教育対象児童申請の手続き継続利用児童用」を参照） 

 
ア 児童状況書の作成依頼 

施設・事業での保育・教育の提供において、児童が特別な支援を必要とする児童に該当すると

施設・事業が判断した場合には、日々の保育や子どもの様子を日誌などに記録し、その記録をも

とに保護者に対して説明を行います。保護者の理解や受容の状況に応じて、支援や療育へつなげ

るとともに、「児童状況書」（第１号様式）を渡し記入を依頼します。第１号様式で記入できない

部分がある場合にはその部分は空欄でも構いませんが、同意欄の保護者署名は申請に必須です。 
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イ 「児童状況確認書」の作成、施設・事業からの申請 
「児童状況確認書」（第２号様式＜施設・事業者用＞）を作成し、保護者からの児童状況書等

の提出を受け、区に申請書と併せて提出してください。対象児童及び加配区分認定の決定は、原

則として保護者より児童状況書による申し出があった日からとします。なお、当該児童に対して

特別な支援を行っていたことが記録等で明らかな場合は、支援を開始した日に遡って認定するこ

とができます。（※特別な支援の内容については後述「４ 障害児及び特別支援対象児童の保育・

教育の実施にあたって」下線部分を御参照ください。記録等については申請先の区にご相談くだ

さい（例として保育日誌等に当該児童の個別対応を記載したもの、児童数に対する職員配置状況

のわかる書類、あるいは同等の内容の書類が考えられます）。 
【提出書類】 
①「障害児等保育教育対象児童認定（変更）申請書」（第 10号様式） 
②「児童状況書」（第１号様式） 
③手帳がある場合、手帳の写し 
④手帳がない場合、診断書または「児童意見書・診断書」（第３号様式）（原本または写） 
※保護者から診断書や「児童意見書・診断書」の提出を受けることが可能な場合は提出を求めます

が、困難な場合は無理に提出を求める必要はありません。（区から判定機関等に意見照会します。） 
⑤「児童状況確認書」（第２号様式） 
※「児童状況確認書」の作成における留意点は、新規利用児童と同じです。 

 
３ 被虐待児保育教育対象児童及び医療的ケア対象児童の手続き（１号、２・３号共通） 

（１）被虐待児保育教育対象児童 家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業を除く 
   保護者及び施設長からの申請によらず、区福祉保健センターが対象児童についての認定し、施

設・事業へ通知します。対象と思われる児童がいる場合は、区福祉保健センターへご相談くださ

い。加配区分は、児童１人に対し１人の幼稚園教諭、保育士、または保育教諭とします。 
   すべての施設・事業において、虐待が疑われるケースがあった場合は、区福祉保健センターや

児童相談所等に通告の義務がありますので、対応をお願いいたします。 
 
（２）医療的ケア対象児童 地域型保育事業を除く 
ア 申請、加配区分の決定 

   医療的ケア対象児童に該当する場合、書類を施設所在区の福祉保健センターへ提出します。区

福祉保健センター長は、「医療的ケアが必要な場合の保育士加配基準」（別表３）と照らし合わせ、

届出の内容が適正と認めた場合に加配区分を決定します。医療的ケア対象児童については、あら

かじめ配置されている看護師に加え、看護師を加配することとします。 
  【提出書類】 

①医療的ケア対象児童認定（変更）申請書（第 11号様式） 
②医療的ケア依頼書（第６号様式） 
③医療的ケア指示書（第７号様式） 
④医療的ケア主治医意見書（兼診療情報提供書）（第８号様式） 
⑤医療的ケア実施（変更）届（第９号様式） 

 

イ 医療的ケア依頼書、指示書の再提出 
   必要な医療的ケアに変更があった場合、及び医療的ケア依頼書（第６号様式）及び医療的ケア

指示書（第７号様式）の直近の提出から１年が経過した場合は、改めて医療的ケア依頼書（第６

号様式）及び医療的ケア指示書（第７号様式）の提出を受けてください。 
 

４ 障害児及び特別支援対象児童の保育・教育の実施にあたって 

  ２・３号認定の新規利用児童で、すでに利用決定前に加配区分の連絡を受けた施設・事業は、保

育士等の確保や保育内容等の検討など、児童の受入に必要な体制等の準備をお願いします。 
  障害児等支援が必要な子どもの保育については、他の子どもとの生活を通して共に成長できる

よう、指導計画に位置付け、支援のための計画を個別に作成し、保育の内容や子どもの様子を日誌

などに記録してください。また、家族や区や療育センターなどの関係機関とも連携し、保育にあた

ってください。 
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給
付
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
（１

号
認
定
） 

障
害
児
等
保
育
教
育
対
象
児
童
申
請
の
手
続
き

 
 

日
付
は
、
４
月
入
園
児
及
び
前

年
度
私
立
幼
稚
園
特
別
支
援
教
育
費
補
助
対
象
者

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
。
入
園

後
申
請
の
場
合
は
随
時
受
付
。
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

 
 

 
             

保 護 者 

 

 

①
入
園
内
定

 

施  設 

福 祉 保 健 セ ン タ ー （ 施 設 所 在 区 ） 

③
※
「

児
童

状
況

書
」
、
手
帳

の
写
し
ま
た
は
「
児

童
意
見

書
・
診
断
書
」

(主
治

医
診
断

書
も
可

) 

②
※
：
施

設
は
、

障
害

児
ま

た
は

特
別

支
援

対
象

児
童
に

あ
た
る

と
判
断

し
た
場

合
、
保

護
者
に

対
し
て

説
明
を

行
い

、
次

の
書

類
を

渡
し

ま
す

。
 

・
「
児

童
状

況
書

」
（

実
施

要
綱

 
第

１
号

様
式
＜

保
護
者

用
＞
）
 

・
手
帳

は
な

い
が

、
判

定
機

関
等

で
診

断
さ
れ
、

診
断
書

が
な
い

場
合

、「
児

童
意
見

書
・
診
断

書
」
（
第

3
号

様
式

＜
判

定
機

関
等

用
＞

）
 

③
※
：
保

護
者
か

ら
、

次
の

書
類

を
提

出
し

て
も

ら
い
ま

す
。
 

・
手
帳
が

あ
る

場
合

…
「

児
童

状
況

書
」

手
帳
（

身
体
障

害
者
手

帳
、
療

育
手
帳

(愛
の
手
帳

)、
精
神
保

健
福

祉
手

帳
)の

写
し

【
注

】
 

・
手
帳

が
な

い
場

合
…

「
児

童
状

況
書

」、
判

定
機
関

等
の
診
断

書
ま
た

は
「
児

童
意
見

書
・
診

断
書
」

の
原

本
ま

た
は

写
し

【
注

】
 

 
 
 
【

注
】

前
年

度
の

横
浜

市
私

立
幼

稚
園
特

別
支
援

教
育
費

補
助
金

の
対
象

園
児
に

つ
い
て

申
請
す

る
場
合

は
、

市
へ

提
出

し
た

手
帳

・
診

断
書

の
写

し
で

も
可

。
 

 
 
 
 

 
 

神
奈

川
県

私
立

幼
稚

園
等

特
別

支
援
教
育

費
補
助

金
を
申

請
す
る

園
児
に

つ
い
て

は
、
市

に
は
写

し
を

提
出

し
、

原
本

は
県

に
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 

④
※
：「

申
請
書

」
(第

10
号

様
式

)に
③

の
資

料
、
「
児
童

状
況
確

認
書
」
(第

2
号
様
式

＜
施
設

用
＞

) を
添

付
し
て

提
出

し
ま

す
。
「

児
童

意
見

書
・
診

断
書

」
の

提
出

が
遅

れ
る

場
合

、

又
は
通

院
先

が
な

い
場

合
に

は
、

先
に
「

申
請
書

」
に
「

児
童
状

況
書

」、
「
児
童

状
況
確

認
書
」

を
添
付

し
て

、
区

福
祉

保
健

セ
ン

タ
ー

へ
提

出
し

ま
す

。
 

⑤
※
：
手
帳
も

通
院

先
も

な
く

、
判

定
機

関
等

ま
た
は

区
福
祉
保

健
セ
ン

タ
ー
で

も
判
定

が
で
な

い
場
合

は
対
象

外
に

な
り

ま
す

。
手

帳
も

診
断

も
な

い
場

合
は

障
害

児
保

育
対

象
児

童

の
対
象
と

な
り

ま
せ

ん
が

、
区

福
祉

保
健

セ
ン
タ

ー
で
の

支
援
状

況
に
よ

っ
て
は

特
別
支

援
対
象

児
童
と

認
定
さ

れ
る

こ
と

も
あ

り
ま

す
。

 

⑦
※
：
区

福
祉
保

健
セ

ン
タ

ー
は

、
受

理
し

た
書

類
の
内

容
を
確

認
し
、

障
害
児

等
認
定

・
加
配

区
分
を

決
定
し

、「
決

定
通

知
書

」
（

第
12

号
様

式
）

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

②
※
保
護

者
へ

 
「

児
童

状
況

書
」

(、
「

児

童
意

見
書
・
診

断
書

」
)を

渡
す

 

福
祉

保
健

シ
ス

テ
ム

 
（
参
考
）
区
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
で
の
加
配
区
分
決
定
手
続
き
 

(
1
)
手
帳
あ
り

：
基

準
表
(
別
表

１
)に

照
ら
し
手
帳
の
級
等
に
よ
り
決
定
。
 

(
2
)
手
帳
な
し
 

 
ａ
通
院
先
あ

り
：
基
準

表
(別

表
２
)
に
照
ら
し
児
童
状
況
書
＋
児
童
状
況
確
認
書
 

＋
児
童
意
見
書
・
診
断
書
(ま

た
は
診
断
書
)
に
よ
り
決
定
。
 

 
b
通
院
先
な
し
：
施
設
所
在
区
か
ら
居
住
区
へ
、
区
の
支
援
状
況
を
照
会
。
 

 

a
・
b
で
判
定

が
つ

か
な

い
場
合

：
対
象

外
。
 

福 祉 保 健 セ ン タ ー （ 居 住 区 ） 

⑤
※
通
院
先
が
な
い
場
合
、
通
院
先
が

判
定
機
関
等
以
外
の
場
合
、
支
援
状
況

照
会
、
回
答

 

利
用

契
約

後
～

４
月

中
旬
頃
 

⑨
障

害
児

等
認

定
・

加
配
区
分
決
定
入
力

 

1
号
認
定
児
童
用
 

④
※
申
請
書
類
一
式

 
提
出

 

⑦
※

障
害

児
等

認
定

・

加
配
区
分
決
定
通
知

 
⑥

障
害

児
等

認

定
・

加
配

区
分

決
定
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保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
、
小
規
模
保
育
事
業
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
（２

・３
号
認
定
） 

障
害
児
等
保
育
教
育
対
象
児
童
申
請
の
手
続
き

 
 

日
付
は
４
月
一
斉
利
用
調
整
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
。
利
用
決
定
後
の
申
請
の
場
合
は
随
時
受
付
。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④
※
保
育
所
か
ら
の
意
見
聴
取

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

 
  

 
    

 
                  

保 護 者 

 

 

⑥
※
児
童
状
況
書
の
保
護
者
同
意
欄
に
署
名
 

が
あ
る
場
合
に
限
り
、
保
育
教
育
児
童
に
関

す
る
意
見
照
会
（
第

15
号
様
式
）
に
よ
り
判

定
機
関
に
意
見
照
会
、
回
答
 

①
 
利
用
申
請
受
付

 
施 設 ・ 事 業 者 

 福 祉 保 健 セ ン タ ー （ 居 住 区 ） 

医 療 機 関 、 判 定 機 関 等 

②
※
：
区
役
所
か
ら
、
利
用
申
請
時
に
該
当
す
る
園
児
の
保
護
者
へ
、
次
の
書
類
を
渡
し
ま
す
。
 
 

・「
児
童
状
況
書
」（

実
施
要
綱
 
第
１
号
様
式
＜
保
護
者
用
＞
）
 

・
手
帳
は
な
い
が
、
判
定
機
関
等
で
診
断
さ
れ
、
診
断
書
が
な
い
場
合
「
児
童
意
見
書
・
意
見
書
」（

第
３
号
様
式
－
２
＜
判
定
機
関
等
用
＞
）
 

④
※
：
③
の
見
学
時
の
状
況
を
「
児
童
状
況
確
認
書
」（

第
２
号
様
式
、
第
２
号
様
式
－
２
＜
施
設
・
事
業
者
用
＞
）
に
よ
り
施
設
か
ら
提
出
し
て
も
ら
い
ま
す
。
 

⑤
※
：
保
護
者
か
ら
、
次
の
書
類
を
提
出
し
て
も
ら
い
ま
す
。
 

・
手
帳
が
あ
る
場
合
…
「
児
童
状
況
書
」、

手
帳
(身

体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
(愛

の
手
帳
)、

精
神
保
健
福
祉
手
帳
)の

写
し
 

・
手
帳
が
な
い
場
合
…
「
児
童
状
況
書
」、
「
児
童
意
見
書
・
診
断
書
」
(又

は
医
療
機
関
の
診
断
書
(療

育
機
関
を
含
む
))
が
あ
る
場
合
は
原
本
ま
た
は
写
し
。
 

⑥
※
：
手
帳
も
通
院
先
も
な
く
、
判
定
機
関
等
ま
た
は
区
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
で
も
判
定
が
で
な
い
場
合
は
対
象
外
に
な
り
ま
す
。
手
帳
も
診
断
も
な
い
場
合
は
障
害
児
保
育
対
象
児
童
の

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
が
、
区
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
で
の
支
援
状
況
に
よ
っ
て
は
特
別
支
援
対
象
児
童
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
 

⑨
⑩
※
：
区
は
、
利
用
者
一
覧
を
施
設
に
送
付
し
ま
す
。（

併
せ
て
対
象
児
童
及
び
加
配
区
分
の
仮
決
定
内
容
を
お
示
し
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。）

 

⑪
⑫
※
：
施
設
・
事
業
者
は
、「

申
請
書
」（

第
10

号
様
式
）、
「
児
童
状
況
確
認
書
」（

第
２
号
様
式
）（

試
行
的
保
育
実
施
後
に
提
出
済
み
の
場
合
は
除
く
）
を
区
に
提
出
し
、
そ
れ
を
受

理
し
た
区
は
、「

決
定
通
知
書
」（

第
12

号
様
式
）
を
交
付
し
ま
す
。
 

⑪
※
申
請
書
類
提
出
 

③
見
学
・
保
育
所
で
の
面
談

 

 ⑫
※
区
分
決
定
通
知

 

福
祉

保
健

シ
ス

テ
ム

 

⑧
利
用
調
整
内
容
入
力
 

⑨
※
利
用
者
一
覧
出
力
 

  ⑩
※
利
用
者
一
覧
郵
送

 

（
参
考
）
区
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
で
の
加
配
区
分
決
定
手
続
き
 

(1
)手

帳
あ
り
：
基
準
表
(別

表
１
)に

照
ら
し
手
帳
の
級
等
に
よ
り
決
定
。
 

(2
)手

帳
な
し
 

 
ａ
通
院
先
あ
り
：
基
準
表
(別

表
２
)に

照
ら
し
児
童
状
況
書
＋
児
童
状
況
 

確
認
書
＋
児
童
意
見
書
・
診
断
書
(ま

た
は
診
断
書
)に

よ
り
決
定
。
 

 
b
通
院
先
な
し
：
施
設
所
在
区
か
ら
居
住
区
へ
、
区
の
支
援
状
況
を
照
会
。 

 

a・
b
で
判
定
が
つ
か
な
い
場
合
：
対
象
外
。
 

②
※
「
児
童
状
況

書
」

(、
「

児
童
意

見
書
・
診
断
書
」

)
を
渡
す

 

⑭
加
配
決
定
内
容
入
力

 

 福 祉 保 健 セ ン タ ー （ 所 在 区 ） 

⑥
※

通
院

先

が
な
い
場
合
、

通
院

先
が

判

定
機

関
等

以

外
の
場
合
、
支

援
状
況
照
会
、

回
答

 

⑦
障

害
児

等
認

定
・

加
配

区
分

決
定

 

⑬
利
用
契
約
一
覧
 

新
規
利
用
児
童
用
 

⑤
※
「
児
童
状
況
書
」、

手
帳

の
写

し
ま

た
は

「
児
童
意
見
書
・
診
断

書
」

(主
治
医
診
断
書
も

可
) 
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保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
、
小
規
模
保
育
事
業
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
（２

・３
号
認
定
） 

障
害
児
等
保
育
教
育
対
象
児
童
申
請
の
手
続
き

 
 

す
で
に
利
用
し
て
い
る
児
童
の
申
請
は
随
時
受
付
。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

 
 

 
    

 
           保 護 者 

 

 

⑤
※
児
童
意
見
書
の
保
護
者
同
意
欄
に
署
名

が
あ
る
場
合
に
限
り
、
保
育
教
育
児
童
に
関

す
る
意
見
照
会
（
第

15
号
様
式
）
に
よ
り
判

定
機
関
に
意
見
照
会
、
回
答
 

保
育
教
育
提
供
中
随
時
 

①
※
保
護
者
か
ら
の
相
談
・
申
出
、
施
設
・
事
業
者
か
ら
の
支
援
（
療
育
等
専
門
機
関
へ
の
つ
な
ぎ
） 

施 設 ・ 事 業 者 

 福 祉 保 健 セ ン タ ー 

（ 居 住 区 ） 

医 療 機 関 、 判 定 機 関 等 

①
※
：
児
童
が
利
用
す
る
施
設
・
事
業
者
は
、
障
害
児
ま
た
は
特
別
支
援
対
象
児
童
に
あ
た
る
と
判
断
し
た
場
合
、
保
護
者
に
対
し
て
説
明
を
行
い
、
支
援
や
療
育
へ
の
つ
な
ぎ
を
行
う
と
と
も
に
、

次
の
書
類
を
渡
し
ま
す
。
 

・「
児
童
状
況
書
」（

実
施
要
綱
 
第
１
号
様
式
＜
保
護
者
用
＞
）
 

・
手
帳
は
な
い
が
、
判
定
機
関
等
で
診
断
さ
れ
、
診
断
書
が
な
い
場
合
「
児
童
意
見
書
・
診
断
書
」（

第
３
号
様
式
－
２
＜
判
定
機
関
等
用
＞
）
 

③
※
：
保
護
者
か
ら
、「

児
童
状
況
書
」
の
ほ
か
、
次
の
書
類
を
提
出
し
て
も
ら
い
ま
す
。
 

・
手
帳
が
あ
る
場
合
…
「
児
童
状
況
書
」、

手
帳
(身

体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
(愛

の
手
帳
)、

精
神
保
健
福
祉
手
帳
)の

写
し
 

・
手
帳
が
な
い
場
合
…
「
児
童
状
況
書
」、
「
児
童
意
見
書
・
診
断
書
」
(又

は
医
療
機
関
の
診
断
書
(療

育
機
関
を
含
む
))
が
あ
る
場
合
は
原
本
ま
た
は
写
し
。
 

③
④
※
：「

児
童
意
見
書
・
診
断
書
」
の
提
出
が
困
難
な
場
合
や
、
遅
れ
る
場
合
は
、
先
に
「
申
請
書
」（

第
10

号
様
式
）
に
「
児
童
状
況
確
認
書
」（

第
２
号
様
式
）、
「
児
童
状
況
書
」（

第
１
号
様
式
）

を
添
付
し
て
、
 区

に
提
出
し
ま
す
。
 

⑤
※
：「

児
童
意
見
書
・
診
断
書
」
は
保
護
者
か
ら
提
出
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し
ま
す
が
、
保
護
者
か
ら
の
提
出
が
困
難
な
場
合
に
は
、「

児
童
状
況
書
」
の
保
護
者
同
意
欄
の
署
名
を
確
認
し
、
保
育

教
育
児
童
に
関
す
る
意
見
照
会
に
よ
り
、
区
が
判
定
機
関
等
に
意
見
照
会
を
行
い
ま
す
。
 

手
帳
も
通
院
先
も
な
く
、
判
定
機
関
等
ま
た
は
区
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
で
も
判
定
が
で
な
い
場
合
は
対
象
外
に
な
り
ま
す
。
手
帳
も
診
断
も
な
い
場
合
は
障
害
児
保
育
対
象
児
童
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
が
、
区
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
で
の
支
援
状
況
に
よ
っ
て
は
特
別
支
援
対
象
児
童
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
 

⑥
※
区
は
、
受
理
し
た
書
類
の
内
容
を
確
認
し
、
対
象
児
童
認
定
及
び
加
配
区
分
を
認
定
決
定
し
、「

決
定
通
知
書
」（

第
12

号
様
式
）
を
通
知
し
ま
す
。
 

④
※
申
請
書
類
提
出

 
・
児
童
状
況
書
、
児
童
状
況
確

認
書
（
、
児
童
意
見
書
・
診
断

書
）
 

福
祉

保
健

シ
ス

テ
ム

 

②
※
保
護
者
へ
「
児
童
状
況
書
」

(、
「
児
童
意
見
書
・
診
断
書
」

)を
渡
す
 

 

加
配
区
分
決
定
後
随
時
 
⑦
加
配
決
定
内
容
入
力

 

 福 祉 保 健 セ ン タ ー （ 所 在 区 ） 

⑤
※

通
院

先
が

な

い
場
合
等
、
支
援
状

況
照
会
、
回
答

 

⑥
障

害
児

等
認

定
・

加
配

区
分

決
定

 

継
続
利
用
児
童
用
 

（
※
保
護
者
か
ら
の
相
談
・
申
出
、
療
育
等
の
支

援
・
書
類
を
渡
す
）

 

⑥
※
認
定
及

び
加
配
区

分

決
定
通
知

 

日
常
的
な
支
援
 

保
健
師
等
、
担
当
職

員
を

通
じ

て
必

要

な
支

援
の

助
言

等

を
行
い
、
療
育
セ
ン

タ
ー

や
保

育
所

等

で
の

支
援

計
画

を

立
て
る
。

 
 

（
参
考
）
区
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
で
の
加
配
区
分
決
定
手
続
き
 

(1
)手

帳
あ
り
：
基
準
表
(別

表
１
)に

照
ら
し
手
帳
の
級
等
に
よ
り
決
定
。
 

(2
)手

帳
な
し
 

 
ａ
通
院
先
あ
り
：
基
準
表
(別

表
２
)に

照
ら
し
児
童
状
況
書
＋
児
童
状
況
 

確
認
書
＋
児
童
意
見
書
・
診
断
書
(ま

た
は
診
断
書
)に

よ
り
決
定
。
 

 
b
通
院
先
な
し
：
施
設
所
在
区
か
ら
居
住
区
へ
、
区
の
支
援
状
況
を
照
会
。 

 

a・
b
で
判
定
が
つ
か
な
い
場
合
：
対
象
外
。
 

③
※
「
児
童
状
況
書
」、

手
帳
の
写
し
ま
た
は
「
児
童
意
見
書
・
診
断
書
」

(主
治
医
診
断
書
も
可

) 
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こ 保 運 第 825号 

平成 30年６月 29日  

 

 保育・教育施設設置者 各位 

 

こども青少年局保育・教育運営課長  

  

 

保育・教育施設における障害児等の受入れ時の留意点について（通知） 

 

 

 各保育・教育施設におかれましては、日頃から、障害児等の受け入れにご理解

とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

障害児等の受け入れにあたっては個々の児童が抱える事情も様々であることか

ら、保護者や療育機関等と緊密に情報共有するとともに、保育士や看護師等の職

員を加配するなどのご対応をいただいております。引き続き、一人ひとりに合っ

た保育をしていただきますよう、改めてお願い申し上げます。 

 また、過去に保育時間中において、車いすを使用する児童を介助していた職員

が離れた時に、他の児童が車いすを押して横転し、児童がけがをした事故も発生

しています。車いすや補装具等を利用する児童に関しては、使用方法や注意点な

どについて園職員全員で共有し、安全面について十分に配慮していただきますよ

うお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 こども青少年局保育・教育運営課 運営調整係 

               電話 045-671-2396 

               ﾌｧｸｽ 045-664-5479 
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６ 災害への備え 
 

 横浜市では、「横浜市防災計画」を策定し、市民、地域及び行政の防災上の役割を示しており、

「市民及び事業者の基本的責務として、食料・水やトイレパック等の備蓄をするとともに、市や

県の実施する震災対策について協力するよう努めること」とされています。 
「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」や「学校保健安全法」において、

非常災害に対する具体的な計画を立てることや、これを踏まえた訓練をすることが求められてい

ます。 
各園で災害時に備え、食料等の備蓄品を準備するとともに、防災資器材の点検を含めて、子ど

もを守るための環境の整備や安全な避難をするための避難訓練を実施していただきますようお願

い致します。 
また保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 29 年３月 31 日告示）に

おいては、災害への備えに関して、「地域の関係機関等との連携」が追加されていることからも、

園や地域の状況に合わせての対応を図るよう、お願いします。 
 

○防災訓練 

認可保育所・地域型保育事業 幼稚園・認定こども園 

月１回 年２回 

 
○いろいろな訓練の例 

 ・緊急地震通報に対応する訓練 
・地震動を感知し、身の安全を守る訓練 
・地震動収束後、より安全な場所に移動する訓練 
・保護者への引き渡し訓練 
・津波に対する避難訓練 
・火災に対する避難訓練 
・風水害に対する避難訓練 
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≪
参
考
≫
 

○
横
浜
市
防
災
計
画
（
震
災
対
策
編
）
 
抜
粋
 

第
８
章
 
災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り

 

第
４
節

  
社
会
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
安
全
確
保
対
策
 

 

１
 
社
会
福
祉
施
設
等
内
の
安
全
対
策
の
推
進

 

戸
棚
類
の
転
倒
、
天
井
や
備
品
等
の
落
下
に
よ
る
危
険
か
ら
利
用
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
施
設
内
の
総
点
検
を
行

い
、
備
品
等
の
転
倒
防
止
、
飛
散
・
落
下
防
止
等
の
安
全
措
置
を
講
じ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
安
全
措
置
を
徹
底
す
る

た
め
、
施
設
管
理
者
に
よ
る
定
期
的
な
点
検
を
行
い
ま
す
。

 

２
 
迅
速
な
応
急
活
動
体
制
の
確
立

 

（
１
）
地
震
防
災
応
急
計
画
の
策
定

 

施
設
管
理
者
は
、
地
震
発
生
時
に
円
滑
な
災
害
応
急
対
策
が
展
開
で
き
る
よ
う
、
防
災
組
織
体
制
、
出
火
防
止
対
策
、

救
護
対
策
、
避
難
対
策
そ
の
他
必
要
事
項
を
定
め
た
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
し
、
職
員
等
へ
周
知
徹
底
を
図
り
ま
す
。

 

（
２
）
防
災
教
育
の
実
施

 

施
設
管
理
者
は
、
定
期
的
に
職
員
に
対
す
る
防
災
教
育
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
が
地
震
時
に
と
る
べ
き
措
置
・
行
動
に
つ

い
て
周
知
徹
底
を
図
り
ま
す
。

 

（
３
）
防
災
訓
練
の
実
施

 

施
設
管
理
者
は
、
年
２
回
以
上
（
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
毎
月
１
回
）
行
わ
れ
る
避
難
訓
練
の
う
ち

１
回
は
、
大
規
模
地
震
を
想
定
し
た
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。
そ
の
際
、
夜
間
、
休
日
な
ど
職
員
が
少
な
い
状
態
に
お
け
る

対
応
に
つ
い
て
も
配
慮
し
ま
す
。

 

な
お
、
訓
練
に
あ
た
っ
て
は
、
消
防
局
の
指
導
、
助
言
を
受
け
る
と
と
も
に
、
近
隣
の
自
治
会
町
内
会
等
に
協
力
を
要

請
し
、
地
域
住
民
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
に
よ
る
実
践
に
促
し
た
訓
練
の
実
施
に
努
め
ま
す
。

 

（
４
）
備
蓄
等
の
充
実

 

施
設
管
理
者
は
、
地
震
へ
の
備
え
と
し
て
、
最
低
３
日
分
の
飲
料
水
の
確
保
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
施
設
の
実
状
に

応
じ
て
水
の
汲
み
置
き
、
食
料
・
ト
イ
レ
パ
ッ
ク
、
生
活
必
需
物
品
、
救
助
用
の
防
災
資
機
材
等
を
備
蓄
し
ま
す
。

 

ま
た
、
特
別
避
難
場
所
と
な
る
施
設
は
、
要
援
護
者
の
受
入
れ
に
必
要
な
物
資
を
備
蓄
す
る
ほ
か
、
緊
急
連
絡
用
機
器

等
の
整
備
と
し
て
フ
ァ
ッ
ク
ス
等
複
数
の
通
信
手
段
と
自
家
発
電
装
置
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
代
替
伝
達
手
段
と
し
て

の
バ
イ
ク
、
自
転
車
等
を
整
備
し
ま
す
。

 

３
 
地
域
と
の
連
携
強
化

 

（
１
）
応
援
協
定
等
の
締
結

 

社
会
福
祉
施
設
等
の
入
所
、
通
所
者
に
は
、
自
力
で
避
難
す
る
こ
と
や
臨
機
に
対
応
す
る
こ
と
が
困
難
で
、
人
の
介
助

が
必
要
な
要
援
護
者
も
多
い
た
め
、
震
災
発
生
時
に
迅
速
か
つ
安
全
に
避
難
す
る
た
め
に
は
、
施
設
関
係
者
だ
け
で
な
く

地
域
住
民
の
協
力
が
不
可
欠
で
す
。

 

こ
の
た
め
、
近
隣
の
自
治
会
町
内
会
、
企
業
等
と
の
災
害
時
に
お
け
る
避
難
の
協
力
に
関
す
る
応
援
協
定
等
の
締
結
を

促
進
し
、
地
域
住
民
の
協
力
に
よ
る
安
全
確
保
対
策
を
推
進
し
ま
す
。

 

（
２
）
広
域
的
な
応
援
体
制
の
整
備

 

施
設
種
別
や
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
別
又
は
専
門
職
種
な
ど
、
様
々
な
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ら
の
広
域
な
組
織
と
震
災
時

の
緊
急
応
援
に
つ
い
て
、
協
定
の
締
結
を
推
進
し
ま
す
。

 

 第
６
章
 
市
、
市
民
及
び
事
業
者
の
基
本
的
責
務

 

第
１
節
 
市
の
責
務
 

 

市
は
、
市
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
震
災
か
ら
保
護
す
る
た
め
、
そ
の
組
織
及
び
機
能
を
挙
げ
て
震
災
対
策
を
講
ず
る

と
と
も
に
、
市
民
の
自
主
防
災
組
織
の
充
実
を
図
る
よ
う
努
め
ま
す
。

 

ま
た
、
市
は
、
市
民
及
び
事
業
者
の
自
発
的
な
防
災
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
、
自
助
及
び
共
助
の
理
念
を
推
進
す
る
た
め

の
体
制
整
備
や
、
自
助
及
び
共
助
の
理
念
の
重
要
性
に
関
す
る
啓
発
、
防
災
に
関
す
る
情
報
提
供
等
を
行
い
ま
す
。

 

第
３
節
 
事
業
者
の
責
務
 

 

事
業
者
の
基
本
的
責
務
と
し
て
、
事
業
者
は
そ
の
社
会
的
責
任
に
基
づ
き
、
自
ら
の
負
担
と
責
任
に
お
い
て
、
管
理
す
る
施

設
や
設
備
の
安
全
性
の
確
保
と
と
も
に
、
食
料
・
水
や
ト
イ
レ
パ
ッ
ク
等
の
備
蓄
、
消
火
や
救
出
救
助
等
の
た
め
の
資
機
材
の

整
備
な
ど
震
災
対
策
の
推
進
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
市
や
県
の
実
施
す
る
震
災
対
策
に
つ
い
て
積
極
的
に
協
力
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

 

そ
の
た
め
、
事
業
所
で
は
、
従
業
員
や
来
場
者
の
安
全
確
保
、
経
済
活
動
の
維
持
、
地
域
へ
の
貢
献
と
い
っ
た
役
割
を
認
識

し
て
、
日
頃
か
ら
防
災
体
制
の
整
備
や
防
災
訓
練
の
実
施
に
努
め
ま
す
。

 

ま
た
、
帰
宅
困
難
者
対
策
と
し
て
、
従
業
員
等
が
安
全
に
帰
宅
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
間
、
施
設
に
待
機
で
き
る
よ
う
、

環
境
整
備

を
図
る

こ
と
が

必
要
で

す
。
併

せ
て
、

従
業
員

等
が
震

災
対
策

に
関
す

る
知
識

や
技
術

を
習
得

で
き
る

よ
う
、

防
災

訓
練
等
に
参
加
で
き
る
機
会
の
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

 

 ○
横
浜
市
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
 

（
非
常
災
害
の
対
策
）

 

第
６
条
 
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
は
、
消
火
器
等
の
消
火
用
具
、
非
常
口
そ
の
他
非
常
災
害
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と

も
に
、
非
常
災
害
に
対
す
る
具
体
的
な
計
画
を
立
て
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
不
断
の
注
意
及
び
訓
練
を
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
 
前
項
の
訓
練
の
う
ち
、
避
難
及
び
消
火
に
対
す
る
訓
練
は
、
少
な
く
と
も
毎
月

1
回
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

○
学
校
保
健
安
全
法
 

（
危
険
等
発
生
時
対
処
要
領
の
作
成
等
）

 

第
29

条
 
学
校
に
お
い
て
は
、
児
童
生
徒
等
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
当
該
学
校
の
実
情
に
応
じ
て
、
危
険
等
発
生
時

に
お
い
て
当
該
学
校
の
職
員
が
と
る
べ
き
措
置
の
具
体
的
内
容
及
び
手
順
を
定
め
た
対
処
要
領
（
次
項
に
お
い
て
「
危

険
等
発
生
時
対
処
要
領
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

  

２
  

校
長
は
、
危
険
等
発
生
時
対
処
要
領
の
職
員
に
対
す
る
周
知
、
訓
練
の
実
施
そ
の
他
の
危
険
等
発
生
時
に
お
い
て
職
員

が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

  

３
  

学
校
に
お
い
て
は
、
事
故
等
に
よ
り
児
童
生
徒
等
に
危
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
児
童
生
徒
等
及
び
当
該
事

故
等

に
よ
り
心
理
的

外
傷
そ
の
他
の

心
身
の
健
康
に

対
す
る
影
響
を

受
け
た
児
童
生

徒
等
そ
の
他
の

関
係
者
の
心
身

の

健
康

を
回
復
さ
せ
る

た
め
、
こ
れ
ら

の
者
に
対
し
て

必
要
な
支
援
を

行
う
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、

第

十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 

 ○
保
育
所
保
育
指
針
 
抜
粋

 

第
３

章
 

健
康

及
び

安
全

 

４
 
災
害
へ
の
備
え

 

（
１
）
施
設
・
設
備
等
の
安
全
確
保

 

 
 
ア
 
防
火
設
備
、
避
難
経
路
等
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
定
期
的
に
こ
れ
ら
の
安
全
点
検
を
行
う
こ
と
。

 

 
 
イ
 
備
品
、
遊
具
等
の
配
置
、
保
管
を
適
切
に
行
い
、
日
頃
か
ら
、
安
全
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

 

（
２
）
災
害
発
生
時
の
対
応
体
制
及
び
避
難
へ
の
備
え

 

 
 

ア
 
火
災
や
地

震
な
ど
の
災
害

発
生
に
備
え
、

緊
急
時
の
対
応

の
具
体
的
内
容
及

び
手
順
、
職
員

の
役
割
分
担
、

避
難

訓
練
計
画
等
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
こ
と
。

 

（
３
）
地
域
の
関
係
機
関
等
と
の
連
携

 

 
 
イ
 
避
難
訓
練
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携
の
下
に
行
う
な
ど
工
夫
す
る
こ
と
。
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７ 苦情解決・第三者委員 
 

＜苦情解決の仕組みについて＞ 

 社会福祉法第 82 条には、「社会福祉事業の経営者は、常にその提供する福祉サービスについて、

利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない」旨が規定されています。 

  その仕組みづくりのために国が示している「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦

情解決の仕組みの指針について」（厚生省関係部局長通知 平成 12.6.7【別紙】）では「苦情解決責

任者」と「苦情受付担当者」を事業者内に設置し、さらに、社会性や客観性を確保し、利用者の立場

や特性に配慮した適切な対応を促進するため、「第三者委員」を設置することとしています。なお、

指針の対象事業者は「社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業を経営する者」であり、認可保育所・

小規模保育事業もこれにあたります。 

 

【指針による苦情解決の仕組みについて】 

□ 苦情解決の仕組みの目的 

苦情解決の為（1）苦情解決責任者（2）苦情受付担当者（3）第三者委員を各施設に設置します。 

（1） 苦情解決責任者は、苦情解決の仕組みを利用者等に周知し、苦情申出人との話し合いを行いま

す。 

（2） 苦情受付担当者は、利用者からの苦情を受け付け、苦情解決責任者及び第三者委員に報告をし、

一連の経過と結果を記録します。 

（3） 第三者委員は、苦情解決にあたって社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した

適切な対応を促進するために設置されます。苦情解決を円滑・円満に図ることができ、世間か

らの信頼性を有する者とされており、「評議員、監事又は監査役、社会福祉士、民生委員・児童

委員、大学教授、弁護士」が例として挙げられています。 

（4） 苦情解決の流れ 

① 苦情解決責任者は利用者や家族に対して苦情解決の仕組みを周知説明します。 

② 苦情受付担当者は利用者等からの苦情を受け付け、その内容を書面に残し、申出人に確認し

ます。第三者委員が直接苦情を受け付けることもできます。 

③ 苦情受付担当者は申出人が拒否した場合を除き、苦情解決責任者及び第三者委員に報告しま

す。それぞれが苦情の内容を確認し解決策を検討します。 

④ 苦情解決責任者は苦情申出人と話し合い、解決案を提示します。 

⑤ 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について記録します。苦情解

決責任者は適宜第三者委員に報告します。 

⑥ 申出事項の改善を図ります。 

⑦ 苦情解決の取り組み実績を広報、ホームページ等で公表します。 
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【第三者委員について】 

第三者委員は中立・公正性の為、複数であることが望ましく、同様の理由で実費弁償を除き無報酬

であることが望ましいとされています。通常、施設単位で設置されますが、法人単位で設置してもか

まいません。ただし、全ての利用者が活用できるよう整備しなければなりません。 

 ＜職務＞ 

  ① 苦情受付者から受け付けた苦情内容の報告聴取 

  ② 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申し出人への通知 

  ③ 利用者からの苦情の直接受付 

  ④ 苦情申出人への助言 

  ⑤ 事業者への助言 

  ⑥ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言 

  ⑦ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取 

  ⑧ 日常的な状況把握と意見聴取 

 

【苦情の取り扱い】 

  内容に関わらず苦情については記録し、その対応、解決策を協議してください。 

受け付けた苦情については申出人が拒否しない限り、職員で共有してください。 

共有化を図ることで、同じミスを繰り返すことが防げるとともに、全職員で問題を把握し、対応を

考えます。 

苦情の申し出があった場合、その振り返りを行い、苦情を生かして保育の質の向上に努めることが

重要です。 

 

【区役所への報告】 

  次のような苦情の場合は、区役所へ報告書を提出してください。 

  ① 第三者委員が関与することとなった苦情 

  ② 市役所・区役所から同内容の苦情を受けた場合 

  ③ 解決まで時間がかかることが想定される苦情 

  ※事故に関する苦情については、まず、「事故報告書」にて報告してください。 

 

 

※苦情を「質の向上」につなげることも大事です。誰でも気軽に気付いたことを言える雰囲気を 

   作ることが大切です。 
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障 第 ４ ５ ２ 号 
社援第１３５２号 
老発第５１４号 
児発第５７５号 
平成１２年６月７日 

 
 
都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 
  中核市市長 
 
 
                         

厚生省大臣官房障害保健福祉部長 
 
                        厚 生 省 社 会 ・ 援 護 局 長 
 
                        厚 生 省 老 人 保 健 福 祉 局 長 
 
                        厚 生 省 児 童 家 庭 局 長 
 
 

社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について 
 

社会福祉の増進のための社会福祉事業法の一部を改正する等の法律（平成１２年６月７ 
  日法律第１１１号）の施行に伴い、社会福祉法第８２条の規定により、社会福祉事業の経 
営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に 
努めなければならないものとされます。 
 そこで、新たに導入される苦情解決の仕組みが円滑に機能するよう、福祉サービスを提 
供する経営者が自ら苦情解決に積極的に取り組む際の参考として、苦情解決の体制や手順 
等について別紙のとおり指針を作成しましたので、貴管内市町村（指定都市及び中核市除 
く）及び関係者に周知をお願いします。 
 なお、当該指針については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第 
１項の規定に基づく技術的助言として通知するものです。 
 また、社会福祉法第６５条の規定により、厚生大臣が利用者等からの苦情への対応につ 
いて必要とされる基準を定めることとされたこと等に伴う対応については、児童福祉法、 
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等に基づく各施設の最低基準の改正等を検討してい 
るところであり、追って通知する予定です。 
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（別紙） 
 

社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 苦情解決の仕組みの目的 
 
  ○ 苦情への適切な対応により、福祉サービスに対する利用者の満足感を高めることや早急

な虐待防止対策が講じられ、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サービ

スを適切に利用することができるように支援する。 
  
  ○ 苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進め

ることにより、円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図る。 
 
２ 苦情解決体制 
 
（１）苦情解決責任者 
   苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長、理事等を苦情解決責任者とする。 
 
（２）苦情受付担当者 
  ○ サービス利用者が苦情の申出をしやすい環境を整えるため、職員の中から苦情受付担当 
   者を任命する。 
 
  ○ 苦情受付担当者は以下の職務を行う。 
   ア 利用者からの苦情の受付 
   イ 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録 
   ウ 受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報告 
 
 
 
 
 

（対象事業者） 
 社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業を経営する者とする。 
 また、上記以外の福祉サービスを提供する者等についても、本指針を参考として、苦情解決 
の仕組みを設けることが望まれる。 
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（３）第三者委員 
   苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進 
  するため、第三者委員を設置する。 
 
  ○ 設置形態 
   ア 事業者は、自らが経営するすべての事業所・施設の利用者が第三者委員を活用でき 

る体制を整備する。 
   イ 苦情解決の実効性が確保され客観性が増すのであれば、複数事業者や複数法人が共 

同で設置することも可能である。 
 

○ 第三者委員の要件 
 ア 苦情解決を円滑・円満に図ることができる者であること。 
 イ 世間からの信頼性を有する者であること。 
（例示） 
   評議員（理事は除く）、監事又は監査役、社会福祉士、民生委員・児童委員、大学教 
授、弁護士など 
 

○ 人数 
  第三者委員は、中立・公正性の確保のため、複数であることが望ましい。その際、即 
応性を確保するため個々に職務に当たることが原則であるが、委員相互の情報交換等連 
携が重要である。 
 
○ 選任方法 
  第三者委員は、経営者の責任において選任する。 
（例示） 
 ア 理事会が選考し、理事長が任命する。 
 イ 選任の際には、評議員会への諮問や利用者等からの意見聴取を行う。 
 
○ 職務 
 ア 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取 
 イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申し出人への通知 
 ウ 利用者からの苦情の直接受付 
 エ 苦情申出人への助言 
 オ 事業者への助言 
 カ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言 
 キ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取 
 ク 日常的な状況把握と意見聴取 
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○ 報酬 
  第三者委員への報酬は中立性の確保のため、実費弁償を除きできる限り無報酬とする 
 ことが望ましい。ただし、第三者委員の設置の形態又は報酬の決定方法により中立性が 
 客観的に確保できる場合には、報酬を出すことは差し支えない。 
  なお、かかる経費ついて措置費等より支出することは、差し支えないものとする。 
 

３ 苦情解決の手順 
 
（１）利用者への周知 
   施設内への掲示、パンフレットの配布等により、苦情解決責任者は、利用者に対して、 
苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や、苦情解決の仕組みに 
ついて周知する。 
 

（２）苦情の受付 
  ○ 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付ける。なお、第三者委員も直接 
   苦情を受け付けることができる。 
 
  ○ 苦情受付担当者は、利用者からの苦情受付に際し、次の事項を書面に記録し、その内 

容について苦情申出人に確認する。 
ア 苦情の内容 
イ 苦情申出人の希望等 
ウ 第三者委員への報告の要否 
エ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの要否 
 
○ ウ及びエが不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いによる解決を図る。 
 

（３）苦情受付の報告・確認 
  ○ 苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告す 
   る。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を 

除く。 
 
○ 投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行う。 
 
○ 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認する 
とともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知する。 
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（４）苦情解決に向けての話し合い 
  ○ 苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いのよる解決に努める。その際、苦情申出人 
   又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。 
 
  ○ 第三者委員の立ち会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次により行 

う。 
ア 第三者委員による苦情内容の確認 
イ 第三者委員による解決案の調整、助言 
ウ 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認 
 なお、苦情解決責任者も第三者委員の立ち会いを要請することができる。 
 

（５）苦情解決の記録、報告 
   苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質が高まり、運営の適正化が確保され 
  る。これらを実効あるものとするため、記録と報告を積み重ねるようにする。 
   ア 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録 
    する。 
   イ 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、必要 

な助言を受ける。 
   ウ 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び第 

三者委員に対して、一定期間経過後、報告する。 
 

（６）解決結果の公表 
   利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図るため、 
  個人情報に関するものを除き「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、公表する。 
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８ 自己評価・第三者評価 
 

＜自己評価・第三者評価について＞ 

  「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」（平成 24 年 12 月横浜市

条例第 60 号）が制定され、平成 25 年４月１日から施行しました。 

この条例において、保育所等についても、保育の質の向上を図る観点から、業務の質

の評価について義務化を行いました。 

また、「横浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例」

（平成 26 年 9 月横浜市条例第 48 号）において、特定教育・保育施設についても義務

化されました。 

※自己評価…すべての施設で必須 

※第三者評価（外部評価）…認可保育所⇒必須 

             小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業 

幼稚園、認定こども園⇒任意 

 

 

各保育所等では、添付資料等を確認のうえ、保育所保育指針、保育所保育指針解説書

及び保育所における自己評価ガイドラインの趣旨を踏まえ、自己評価を行い、保育の質

の向上に努めてください。 

 

幼稚園等におかれましては、「幼稚園における学校評価ガイドライン」の趣旨を踏まえ、

実施してください。 

 

  このたび、保育所保育指針及び国のガイドラインの改定に合わせ、第三者評価の評価

基準の改訂を行いました。 
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横浜市における保育所の業務の質の評価に関する要綱 

 

 制 定 平成 25年４月１日こ保運第 3738 号（局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例

（平成 24年 12月横浜市条例第 60号。以下「条例」という。）第 47条の保育

所における業務の質の評価について必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条  条例第 47条に規定する業務の質の評価を自ら行うこととは、保育所で

行う保育士等の自己評価及び保育所の自己評価をいうものとし、外部の者に

よる評価とは、横浜市福祉サービス第三者評価（以下「第三者評価」という。）

をいうものとする。 

 

（自己評価の目的及び定義） 

第３条 保育士等の自己評価は、保育士等が保育の計画や保育の記録等を通し

て、自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通して、その専門性の

向上や保育実践の改善をするものとする。 

２ 保育所の自己評価は、保育の計画の展開や保育士等の自己評価を踏まえ、

当該保育所の保育内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表し、保

育の質の向上を目指すものとする。  

 

（自己評価の実施） 

第４条 自己評価は、保育所保育指針（平成 20 年厚生労働省告示第 141 号）、

保育所保育指針解説書（平成 20年３月厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育

課）及び保育所における自己評価ガイドライン（平成 21年３月厚生労働省）

の趣旨を踏まえ、行うこととする。 

 

（自己評価の頻度） 

第５条 自己評価は少なくとも年１回は行うものとする。 

 

（保育所の自己評価の公表） 

第６条 第３条第２項に規定する保育所の自己評価の結果は、自己評価を行っ

た当該保育所が少なくとも年１回は公表することとする。 
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（第三者評価の受審頻度） 

第７条 保育所は第２条第１項に規定する第三者評価を少なくとも５年に１回

は受審するものとする。 

  

（第三者評価の公表） 

第８条  第三者評価の公表については、横浜市福祉サービス第三者評価情報公

表要綱（平成 19年１月５日健企画第 267号）の規定によるものとする。 

２ 前項に加えて、保育所は第三者評価の結果を積極的に公表するものとする。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるものを除くほか、この要綱の施行に関し必要な事項

は、こども青少年局長の定めるところによる。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。 
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～全体について～ 

 

Ｑ１ なぜ業務の質の評価を義務化したのですか。 

 

Ａ１ 業務の質の評価を行い、その結果を公表し、常にその改善を図ることは

保育の質の向上に寄与すると考え、義務化を行いました。 

 
○保育所の保育の質を守り高める主体は保育所であり、その主体である各保育所が

自己評価を行い、自らの保育を改善していくことはもちろんのこと、自己評価の

取組を踏まえ、これに基づく根拠のある説明を対外的に行い、利用者の理解を得

ていくことは保育の質を向上に寄与すると考えます。 

○第三者評価については、本市において、社会福祉基礎構造改革に基づき、社会福

祉事業のサービスの質を向上させるため、これまで、第三者評価の独自基準の作

成、受審の普及に取り組んできた経過があります。 

職員一人一人が、主体的に保育の内容について、第三者評価を受ける事前の振

り返りに参画することで、職員の意識改革と協働性を高めることにつながるとと

もに、第三者評価結果を利用者と共有し、利用者との連携や協働につながり、保

育の質の向上に寄与するものと考えます。 

 

 

～自己評価について～ 

 

Ｑ２ 義務化された自己評価の内容はどのようなものですか。 

 

Ａ２ 保育所で行う自己評価は、保育士等の自己評価と保育所の自己評価があ

ります。保育士等の自己評価は、保育士等が保育の計画や保育の記録等を通

して、自らの保育実践を振り返ってください。保育所の自己評価は、保育所

が保育の計画の展開や前述の保育士等の自己評価を踏まえ、当該保育所の保

育内容等について、自ら評価を行ってください。 
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Ｑ３ 自己評価はどのような方法で行えばいいのですか。 

 

Ａ３ 保育士等の自己評価と保育所の自己評価には以下の３つの方法などがあ

ります。いずれかの方法に限定するのではなく、組み合わせるなどして創意

工夫を図り、保育士等が主体的に参画して自己評価を実施してください。 

（１）保育士等の個々の実践の振り返りを最大限に生かす方法   

（２）日誌やビデオ等の記録をもとに多様な視点から振り返る方法 

（３）既存の評価項目を利用して振り返る方法 

 

Ｑ４ 自己評価はどのくらいの頻度で行えばいいのですか。 

 

Ａ４ 保育所の自己評価を少なくとも年に１回行ってください。 

○保育所の自己評価は保育の計画の展開や保育士等の自己評価を踏まえて

行いますので、保育士等の自己評価も少なくとも年に１回は行ってくだ

さい。 

 

Ｑ５ 自己評価の公表はどのように行えばいいのですか。 

 

Ａ５ 保育所の自己評価の結果及びその結果を踏まえた取組等について、様々

な方法により公表してください。 

【例】 

・園だよりなどの定期的な通信への掲載 

・保育所のホームページや地域の広報誌への掲載 

 

Ｑ６ 自己評価の公表はどのくらいの頻度で、いつ行えばいいのですか。 

 

Ａ６ 当該年度の保育所の自己評価の結果の公表は少なくとも年１回は公表す

ることとし、年度末（３月 31日）までに行ってください。 

 

Ｑ７ 自己評価はどのように進めればいいですか。 

 

Ａ７ 保育士等の自己評価と保育所の自己評価は、「保育所保育指針」（平成 20

年厚生労働省告示第 141 号）、「保育所保育指針解説書」（平成 20 年３月厚生

労働省雇用均等・児童家庭局保育課）及び「保育所における自己評価ガイド

ライン」（平成 21年３月厚生労働省）の趣旨を踏まえ、行ってください。 
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Ｑ８  横浜市で義務化した自己評価は、第三者評価の中で行うことになってい

る自己評価をもって代えることできますか。 

 

Ａ８ 横浜市で義務化した自己評価は、保育士等の自己評価と保育所の自己評

価があり、保育士等の自己評価は「保育士等が保育の計画や保育の記録等を通

じて、自らの保育実践を振り返り」、保育所の自己評価は「保育所が、保育の

計画や前述の保育士等の自己評価を踏まえ、当該保育所の保育内容等について

自ら評価を行う」ものです。 

一方、第三者評価の中で行う自己評価は「事業者自己評価」であり、「利用

者（本人・家族）調査」と「評価調査員による調査」と並び、第三者評価を構

成する柱の一つです。「事業者自己評価」は第三者評価の受審に先立ち、「評価

調査員による評価」に使うものと同一の評価票を用いて保育所が自己評価を行

うものです。 

したがって、横浜市が義務化した「保育士等の自己評価」は第三者評価の「事

業者自己評価」に代えられるものではありません。 

「保育所の自己評価」は、既存の評価項目を用いて振り返る方法もあります

ので、「事業者自己評価」の実施にあたって、施設長等のみの判断ではなく、

施設内で議論するなど全員参加によって取り組んだ場合、「保育所の自己評価」

に代えることができます。その場合も「事業者自己評価」を「保育所の自己評

価」として公表してください。 

 

～第三者評価について～ 

 

Ｑ９ 第三者評価はどのように行えばいいのですか。 

 

Ａ９ 横浜市の定める評価基準を用いて実施する横浜市福祉サービス第三者評

価について、横浜市の指定する評価機関の中から評価機関を選定し受審し

てください。 

 

【横浜市福祉サービス第三者評価】 

事業者による自己評価、評価機関による第三者評価、利用者調査・家族

アンケートを組み合わせて評価とします。  

評価結果については、ホームページ上で公表されます。 
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  ※）全体で、約４か月から６か月かかります。助成の申請をする場合は、年度内に支

払まで終了するようにしてください。 

 

 

Ｑ10 第三者評価はどのくらいの頻度で行えばいいのですか。 

 

Ａ10 少なくとも５年一度は受審してください。 

  ○補助制度は５年に１回となりますが、５年に一度以上の頻度で受審して

いただくことを制限するものではありません。 

 

Ｑ11 市の補助金を受けて設置した保育所は設置後３年以内に、民間移管を実

施した保育所も移管後３年以内に第三者評価を受審することになっていま

したが、５年以内でいいのですか。 

 

Ａ11 市の補助金を受けて設置した保育所は設置後３年以内に、民間移管を実

施した保育所も移管後３年以内に第三者評価を受審してください。その後は

少なくとも５年に１回は受審していただきます。 

 

 

Ｑ12  第三者評価の公表はどのくらいの頻度で、どのように行えばいいのです

か。 

 

Ａ12 第三者評価を受審しますと、これまで通り、評価機関を通じて横浜市の

ホームページ上に評価結果が公表されます。保育所は、それに加えて、評価

結果を印刷して、園内に掲示するなど積極的に公表を行ってください。 

    

 

横浜市健康福祉局 

ホームページより 
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http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hyouka/link/sonota/flow.pdf


１
．

準
備

 
①

情
報

収
集

・
評

価
機

関
の

選
定

 
 

 
 

 
 

 
 

 
②

契
約

締
結

 
 ③

施
設

の
事

前
準

備
 

  ２
．

事
前

調
査

 
④

利
用

者
家

族
ア

ン
ケ

ー
ト

 
 ⑤

自
己

評
価

 

３
．

訪
問

調
査

 
⑥

現
地

訪
問

 
 ⑦

利
用

者
本

人
調

査
 

 ⑧
事

業
所

調
査

 

４
．

結
果

報
告

・
公

表
 

⑨
調

査
結

果
報

告
 

 ⑩
事

業
者

意
見

提
出

 
 ⑪

調
査

結
果

の
公

表
 

 ⑫
サ

ー
ビ

ス
の

質
に

向
け

た
改

善
 

①
情

報
収

集
・

評
価

機
関

の
選

定
 

情
報

を
収

集
し

て
、

評
価

機
関

を
決

定
し

て
く

だ
さ

い
。

 
○

評
価

機
関

の
特

徴
 

○
料

金
設

定
 

○
評

価
の

実
施

方
法

、
実

施
期

間
 

○
結

果
分

析
の

方
法

 
な

ど
を

確
認

し
、

最
も

施
設

に
合

っ
た

評
価

機
関

を
決

定
し

ま
し

ょ
う

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

②
契

約
締

結
 

契
約

内
容

を
十

分
に

確
認

し
、

評
価

機
関

と
契

約
を

締
結

し
て

く
だ

さ
い

。
 

ま
ず

、
評

価
機

関
に

 
○

評
価

の
実

施
方

法
、

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 
○

評
価

調
査

員
、

評
価

委
員

会
 

○
施

設
側

が
や

る
べ

き
こ

と
（

書
類

の
準

備
等

）
 

○
結

果
の

公
表

内
容

、
方

法
等

（
公

表
が

原
則

で
す

）
 

な
ど

に
つ

い
て

確
認

し
ま

し
ょ

う
。

 
 第

三
者

評
価

の
受

審
に

は
、

契
約

に
基

づ
く

費
用

が
発

生
し

ま
す

。
 

契
約

書
で

は
、

 
○

料
金

（
支

払
方

法
、

時
期

な
ど

も
含

む
）

 
○

個
人

情
報

の
取

扱
い

、
倫

理
規

定
 

○
契

約
解

除
、

損
害

賠
償

、
苦

情
対

応
な

ど
に

つ
い

て
も

確
認

し
ま

し
ょ

う
。

 

 ③
施

設
の

事
前

準
備

 
周

知
、

趣
旨

説
明

 
利

用
者

、
利

用
者

家
族

、
施

設
職

員
に

評
価

に
つ

い
て

周
知

し
、

趣
旨

を
理

解
し

て
も

ら
っ

て
く

だ
さ

い
。

 
評

価
受

審
の

趣
旨

、
実

施
方

法
、

結
果

の
公

表
内

容
や

方
法

に
つ

い
て

説
明

し
ま

し
ょ

う
。

 
※

職
員

が
趣

旨
を

理
解

し
、

施
設

全
体

で
取

り
組

め
る

よ
う

工
夫

し
て

く
だ

さ
い

。
 

書
類

等
の

準
備

 
評

価
機

関
と

調
整

し
、

事
前

に
提

出
す

る
書

類
、

事
業

者
調

査
時

に
確

認
す

る
書

類
な

ど
を

決
定

し
、

準
備

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
評

価
の

実
施

に
あ

た
っ

て
は

、
施

設
に

関
す

る
様

々
な

資
料

の
分

析
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

資
料

の
提

供
に

は
可

能
な

限
り

ご
協

力
を

お
願

い
し

ま
す

。
 

    

④
利

用
者

家
族

ア
ン

ケ
ー

ト
 

評
価

機
関

か
ら

、
利

用
者

全
員

の
家

族
に

ア
ン

ケ
ー

ト
を

行
い

ま
す

。
 

①
個

人
情

報
の

観
点

か
ら

、
調

査
票

は
施

設
か

ら
郵

送
ま

た
は

手
渡

し
で

配
布

し
ま

す
。

 
②

回
収

は
、

匿
名

性
担

保
の

た
め

、
直

接
、

評
価

機
関

に
郵

送
し

て
も

ら
い

ま
す

。
 

※
事

前
に

利
用

者
家

族
に

趣
旨

、
実

施
方

法
、

活
用

方
法

等
に

つ
い

て
十

分
に

説
明

し
、

協
力

を
お

願
い

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 ⑤
自

己
評

価
 

評
価

調
査

員
に

よ
る

評
価

と
同

一
の

調
査

票
を

用
い

て
自

己
評

価
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

 
こ

れ
は

、
事

業
者

自
ら

が
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
改

め
て

振
り

返
る

た
め

の
重

要
な

作
業

で
す

。
 

※
家

族
全

員
に

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

し
て

決
定

す
る

、
各

部
署

の
意

見
を

持
ち

寄
り

、
各

責
任

者
が

議
論

し
て

決
定

す
る

、
な

ど
、

施
設

全
体

で
工

夫
し

て
取

り
組

み
ま

し
ょ

う
。

 
 ⑥

現
地

訪
問

 
施

設
内

の
環

境
、

設
備

や
全

体
の

雰
囲

気
を

把
握

し
て

も
ら

う
た

め
、

評
価

調
査

員
に

施
設

内
を

案
内

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
ま

た
、

可
能

で
あ

れ
ば

評
価

調
査

員
が

利
用

者
の

方
々

と
一

緒
に

昼
食

が
取

れ
る

よ
う

配
慮

を
お

願
い

し
ま

す
。

 

 ⑦
利

用
者

本
人

調
査

 
利

用
者

本
人

を
対

象
に

、
評

価
調

査
員

が
聞

き
取

り
に

よ
る

調
査

を
行

い
ま

す
。

（
保

育
分

野
は

０
～

４
歳

に
つ

い
て

は
観

察
に

よ
る

調
査

と
な

り
ま

す
。

）
 

【
対

象
人

数
】

施
設

利
用

者
の

２
割

ま
た

は
1

0
人

の
ど

ち
ら

か
少

な
い

方
（

選
出

方
法

に
つ

い
て

は
評

価
機

関
と

十
分

協
議

し
て

く
だ

さ
い

。
）

 
※

利
用

者
本

人
に

は
事

前
に

趣
旨

、
方

法
等

に
つ

い
て

十
分

に
説

明
し

、
同

意
を

得
て

く
だ

さ
い

。
 

 ⑧
事

業
所

調
査

 
評

価
調

査
員

が
、

施
設

の
管

理
者

層
を

中
心

に
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
行

い
ま

す
。

（
項

目
に

よ
っ

て
は

担
当

の
職

員
の

方
に

も
ヒ

ア
リ

ン
グ

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
の

で
、

事
前

に
調

整
を

お
願

い
し

ま
す

）
 

※
当

日
確

認
す

る
資

料
を

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

実
施

場
所

に
準

備
し

て
お

い
て

く
だ

さ
い

。
 

※
個

人
情

報
に

関
わ

る
も

の
ン

に
つ

い
て

は
、

ご
本

人
の

同
意

を
得

る
こ

と
と

し
、

個
人

が
特

定
で

き
な

い
よ

う
マ

ス
キ

ン
グ

す
る

な
ど

必
要

に
応

じ
た

配
慮

を
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 

⑨
調

査
結

果
報

告
 

評
価

機
関

か
ら

評
価

結
果

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

 
公

表
さ

れ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

必
ず

提
示

を
受

け
ま

す
。

 
○

施
設

の
特

色
や

良
い

点
・

改
善

す
べ

き
点

な
ど

を
ま

と
め

た
総

評
 

○
評

価
分

類
ご

と
の

３
段

階
評

価
、

及
び

評
点

だ
け

で
は

表
せ

な
い

施
設

の
良

い
点

、
工

夫
や

特
色

、
ま

た
は

評
点

の
理

由
な

ど
の

コ
メ

ン
ト

 
○

利
用

者
家

族
ア

ン
ケ

ー
ト

や
本

人
調

査
結

果
の

ま
と

め
 

ま
た

、
そ

の
評

価
機

関
と

の
契

約
に

よ
り

作
成

し
た

書
類

に
つ

い
て

も
提

示
を

受
け

ま
す

。
 

※
わ

か
り

に
く

い
表

現
や

、
事

実
誤

認
な

ど
が

見
受

け
ら

れ
た

場
合

は
、

評
価

機
関

に
十

分
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

 
※

今
後

の
改

善
に

円
滑

に
結

び
つ

け
る

た
め

、
施

設
長

だ
け

で
な

く
、

各
部

署
の

責
任

者
等

が
同

席
す

る
な

ど
、

工
夫

を
し

ま
し

ょ
う

。
 

 ⑩
事

業
者

意
見

提
出

 
横

浜
市

の
評

価
結

果
の

公
表

に
あ

た
っ

て
は

、
事

業
者

か
ら

の
コ

メ
ン

ト
も

掲
載

さ
れ

ま
す

。
施

設
内

で
十

分
議

論
し

、
第

三
者

評
価

を
受

け
た

感
想

、
今

後
の

取
組

方
針

な
ど

の
コ

メ
ン

ト
を

作
成

し
、

評
価

機
関

に
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 ⑪
調

査
結

果
の

公
表

 
横

浜
市

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

へ
の

掲
載

 
評

価
結

果
は

評
価

機
関

を
通

じ
て

横
浜

市
に

報
告

さ
れ

、
横

浜
市

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
さ

れ
ま

す
。

 

自
己

開
示

 
第

三
者

評
価

の
結

果
は

、
今

後
の

利
用

者
の

方
々

に
と

っ
て

大
切

な
情

報
で

す
。

可
能

な
限

り
施

設
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

や
広

報
等

で
調

査
結

果
を

公
表

し
て

く
だ

さ
い

。
 

利
用

者
、

家
族

へ
の

報
告

 
施

設
の

お
知

ら
せ

な
ど

を
利

用
し

、
調

査
結

果
や

今
後

の
方

針
に

つ
い

て
周

知
徹

底
し

、
ご

理
解

い
た

だ
く

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

  ⑫
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

向
上

に
向

け
た

改
善

 
評

価
結

果
を

基
に

、
施

設
全

体
で

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
向

上
に

つ
い

て
考

え
、

取
り

組
み

ま
し

ょ
う

！
！
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横浜市保育所児童保育要録取扱要綱 

制  定 平成 21年 2月 20日 こ保運第 2423号（局長決裁） 

最近改定  平成 30年  4月 20日  こ保人第 65号（局長決裁） 

（目 的） 

第１条 この要綱は、別に定めるものを除き、横浜市の保育所において、保育所保育指針（平成 29

年厚生労働省告示第 117号）の定める「保育所に入所している子どもの就学に際し、市町村の支援

の下に、子どもの育ちを支えるための資料(以下「保育所児童保育要録」という。)」に関し必要な

事項を定めることを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱に定める用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 保育所児童保育要録

保育所保育指針（平成 29年厚生労働省告示第 117号）の定める「保育所に入所している子ども

の就学に際し、市町村の支援の下に、子どもの育ちを支えるための資料」をいう。 

(2) 保育所

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 39条の規定に基づき、保育を必要とする乳児・幼

児を日々保護者の下から通わせ保育を行うことを目的とする児童福祉施設をいう。 

(3) 施設長

保育所の長をいう。

(4) 小学校

学校教育法（昭和 22年法律第 22号）第１条を規定する小学校及び特別支援学校をいう。

（対象児童） 

第３条 保育所児童保育要録を作成する対象児童は、翌年度小学校に入学する児童で、３月１日に当

該保育所に在籍見込みの児童とする。 

（作成者） 

第４条 保育所児童保育要録は、施設長の責任の下、担当の保育士が記入し作成することとする。 

（記載する事項及び様式） 

第５条 保育所児童保育要録に記載する事項は次のとおりとする。 

(1) 児童氏名、性別、生年月日及び現住所

(2) 保護者の氏名及び現住所

(3) 児童の保育期間（入所及び卒所月日）

(4) 児童の就学先（小学校名）

(5) 保育所名及び所在地

(6) 施設長及び担当保育士氏名

(7) 保育に関する記録
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２ 保育所児童保育要録の様式は、別添のとおりとする。 

 

（送付時期及び送付方法） 

第６条 施設長は、作成した保育所児童保育要録の写しを、遅くとも対象児童が小学校に入学する年

の３月１０日ごろまでに小学校長に届くようにすることとする。その際、個人情報を含む書類であ

ることから、各保育所は直接交付や簡易書留郵便など確実な方法で小学校長に届けることとする。 

２ 写しには、原本と相違がないことの証明と、施設長の印を押印する。 

 

（保存期間） 

第７条 保育所児童保育要録の原本は、当該児童が小学校を卒業するまでの間、施設長が保存するこ

ととする。 

 

（個人情報の保護） 

第８条  施設長は、保育所児童保育要録を個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）の 

規定に従って、適切に扱わなければならない。 

 

（保護者への周知） 

第９条 施設長は、保育所児童保育要録の制度について、入所時や懇談会等を通して、保護者に周知

しなければならない。  

 

（小学校との連携） 

第 10条 施設長は、児童の就学に際する情報の共有化を図るために、小学校と積極的な連携に努める

ものとする。 

 

（委任） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、保育所児童保育要録の作成に必要な事項は、こども青少年局

保育・教育人材課長が定める。 

 

(施行期日) 

 この要綱は平成 21年 4月 1日から施行する。 

附 則 

(施行期日) 

 この要綱は平成 23年 12月 26日から施行する。 

(施行期日) 

 この要綱は平成 30年 4月 20日から施行する。 
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横浜市保育所児童保育要録の取扱い・記入について 

平成 30 年４月 20 日改訂 
                    横浜市こども青少年局保育・教育人材課 

 
１ 保育所児童保育要録の趣旨 
  保育所児童保育要録（以下「保育要録」という。）は「保育所での子どもの育ちをそれ

以降の生活や学びへとつなげていく」、「小学校において子どもの育ちを支え、子どもの

理解を助ける」という期待から、保育所生活を通して子どもが育ってきた過程を振り返

り、その姿や発達の状況を簡潔にまとめたものです。子どもの最善の利益を考慮し、保

育所から小学校へ子どもの可能性を受け渡していくものであると認識することが大切で

す。                                   
 
２ 対象児童、送付時期・方法、修正について 
 （１）対象児童 

翌年度小学校に入学する児童で、３月１日に保育所に在籍見込みの児童 
（２）作成、送付時期及び方法 

施設長の責任の下、担当の保育士が記載します。 
施設長は作成した保育要録の写しを遅くとも３月１０日ごろまでに各小学校長に

届くように送付します。 
個人情報を含む書類であることから、各保育所は送付書を添え、直接交付（手渡

し）や簡易書留郵便など確実な方法で各小学校に届け、受領書を受け取ります。（受

け渡しは代理も可とします。受領書は各学校で作成します。） 
（３）修正 

ア 子どもの状況が変わった場合 
提出日から 3 月 31 日までの間に、子どもの状況等について、小学校へ伝えるべき

重要な変化（家庭の状況や健康状態等）があった場合には、施設長は原本に追記・

修正したもの（追記・修正日を記入）の写しを小学校長へ送付します。修正は、原

本に修正箇所を二重線で消してから記入します。 
   イ 就学先が変わった場合 

送付した後に転居することになり、小学校が変わる場合は、修正日を記入の上、

原本の就学先や住所を修正の上、転居先の小学校長へ写しを送付します。その際、

すでに送付済みの要録については、原則施設長が責任をもって回収します。 

 
３ 保育要録の保存・管理等について 
（１）保育所における保存期間・管理 

保育要録の原本については、保育要録の趣旨を鑑み、当該児童が小学校を卒業す

るまでの間（6 年間）保存します。それ以降は廃棄処分します。 
保育要録は、児童氏名、生年月日等の個人情報を含むものであるため、個人情報の
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保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）等を踏まえて、施設長は、その取扱い

を厳重に管理し、金庫・書庫など施錠できる場所に保管します。 
 

（２）保育要録の開示 
    保育要録は、個人情報を含むものであり、個人情報の保護に関する法令等を踏ま

え、適切に取り扱わなくてはなりません。保育要録を事前に保護者等に開示を行う

必要はありません。 
小学校へ送付後、保護者等から開示請求があった場合は法令等に基づき次のとお

り対応をします。（※参考資料参照） 
    ア 民間保育所における取り扱い 

「個人情報の保護に関する法律」及び「福祉関係事業者における個人情報の適

正な取扱いのためのガイドライン」（平成１６年１１月３０日雇児発第１１３０

００１号厚生労働省関係局長通知 厚労省ホームページに掲載）に則って、適

切に対応します。 
イ 市立保育所における取り扱い 

「横浜市個人情報保護条例」に基づいた取扱いとし、他の個人情報の開示の扱

いと、同様に対応します。 
 
４ 保育要録の記入上の注意点 
（１）記入上の全般的な注意・留意点 
  ・子どもや保護者の人権には十分配慮します。 
  ・一人一人の子どもの良さや全体像が伝わるように記載します。 
  ・前向きに肯定的に記載します。 
  ・子どもの育ちを小学校へつなげるためのものと捉え、支援の仕方やかかわり方が具

体的にわかるように記載します。 
・過度な負担とならないよう子どもの育ちを記録する保育経過記録等の活用や、保育

要録を子どもの育ちの記録とするなどの工夫を各保育所で検討します。 
 
〈書き方例〉 

  ◆好ましい書き方 
・取り掛かりの遅い傾向があったが、保育者が見通しのある言葉をかけること

によって、少し先のことを見通せるようになった。 
・絵画制作など、苦手意識をもっている活動にも、保育士から認められること

で、粘り強く最後まで取り組むようになってきた。 
 （支援の仕方やかかわり方を具体的に書くとよい） 
◆好ましくない書き方 
・○○はできない。 
・○○のことで注意されることが多い。 
・いつも○○するのでトラブルになる。など 
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（２）入所に関する記録 
ア 氏名・現住所・生年月日 

  ・それぞれに従って記載します。 
 
 イ 保護者の氏名及び現住所 
 
ウ 児童の保育期間（入所及び卒所年月日） 

  ・保育要録を記載する保育所に在籍した期間を記載します。 
   （３月３１日卒所見込みとします。） 
 
 エ 児童の就学先（小学校名） 
 
オ 保育所名及び保育所所在地 
・正式な保育所名及び所在地（電話番号を付記する）を記載します。 

 
カ 施設長名・担当保育士名 
・記載が完了した後に、記入について責任を有する施設長及び担当保育士が氏名を記

入し、押印をします。 
 

（３）保育に関する記録 
  保育に関する記録は、保育所において作成した様々な記録の内容を踏まえて、最

終年度（小学校就学の始期に達する直前の年度）の１年間における保育の過程と子

どもの育ちを要約し、就学に際して保育所と小学校が子どもの関する情報を共有し、

子どもの育ちを支えるための資料としての性格を持つものとします。 
  また、保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とす

るものであり、保育所における保育全体を通じて、養護に関するねらい及び内容を

踏まえた保育が展開されることを念頭に置き、記載します。 
 
ア 保育の過程と子どもの育ちに関する事項 
  最終年度における保育の過程及び子どもの育ちについて、次の視点から記入しま

す。 
（ア） 最終年度の重点 

年度当初に、全体的な計画に基づき長期の見通しとして設定したものを記入し

ます。 
（イ） 個人の重点 

1 年間を振り返って、子どもの指導について特に重視してきた点を記入します。 
（ウ） 保育の展開と子どもの育ち 

次の事項について記入します。 
① 最終年度の 1 年間の保育における指導の過程及び子どもの発達の姿について、
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以下の事項を踏まえ記入します。 
・保育所保育指針第２章「保育の内容」に示された各領域のねらいを視点とし

て、子どもの発達の実情から向上が著しいと思われるもの。その際、他の子ど

もとの比較や一定の基準に対する達成度についての評定によって捉えるもの

ではないことに留意します。 
② 就学後の指導に必要と考えられる配慮事項等について記入します。 
③ 記入に当たっては、特に小学校における子どもの指導に生かされるよう、保育

所保育指針第１章「総則」に示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

を活用して子どもに育まれている資質・能力を捉え、指導の過程と育ちについ

てある姿をわかりやすく記入するように留意します。その際「幼児期の終わり

までに育ってほしい姿」の趣旨や内容を十分に理解するとともに、これらが到

達すべき目標ではないことに留意し、項目別に子どもの育ちつつある姿を記入

するのではなく、全体的かつ総合的に捉えて記入します。 
（エ） 特に配慮するべき事項 

子どもの健康の状況等、就学後の指導における配慮が必要なこととして、特記

すべき事項がある場合に記入すること。 
  イ 最終年度に至るまでの育ちに関する事項 
    子どもの入所時から最終年度に至るまでの育ちに関して、最終年度における保育 

の過程と子どもの育ちの姿を理解する上で、特に重要と考えられることを記入する 
こと。   

（４）写しの作成及び小学校への送付 
  ・小学校へ送付する時は、原本をコピーします。表面に正式な写しであることを証明

することを記し、日付を記載した上で、保育・教育施設名及び施設の印を朱肉で押

印し、小学校へ送付します。 
 

５ 保護者への制度等の周知 
（１） 保育要録は、保護者との信頼関係を基盤として、保護者の思いを踏まえつつ記載

するとともに、個人情報を含む保育要録の趣旨及びその内容と、保育要録が就学

先の小学校に送付されることを、入所時や懇談会などをとおして、あらかじめ保

護者に周知しておきます。 
＜内容例＞   

   ・保育所保育指針は、保育所における保育の内容やこれに関連する運営等を定め

たもの。Ｈ20 年 3 月に厚生労働大臣の告示となり、法律と呼ばれる規範のある

ものとなった。 
   ・保育所保育指針の第２章４（２）ウに「～子どもの育ちを支えていくための資

料が保育所から小学校へ送付されるようにすること」と記されている。 
    ・保育要録は「保育所での子どもの育ちをそれ以降の生活や学びへとつなげてい

く」、「小学校において子どもの理解を助け、育ちを支える」という期待から、

子どもが育ってきた過程を振り返り、保育における援助の視点や配慮を踏まえ、

<54>



その育ちの姿を的確に記録することが必要です。子どもの最善の利益を考慮し、

保育所から小学校へ子どもの可能性を受け渡していくものであると認識するこ

とが大切である。 
    ・「個人情報の保護に関する法律」に基づいた取扱いとする。 
     個人情報を第三者に提供する際には本人の同意が必要であるが、保育要録につ

いては、同意が不要である。                                   
 

  （２）住所や就学先が変わったときは、必ず知らせてもらえるように働きかけます。 
 
６ その他 

（１）様式及び「保育要録の様式、取扱い・記入について」の内容は、保育要録を使用

していくなかで、適宜見直しを行います。 
（２）記入すべき事項が多い場合は、別紙の添付も可とします。 
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＜参考＞ 
 

＊個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 
第二条  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当

該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別するこ

とができることとなるものを含む。）をいう。 

３ この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用

に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 

  一  国の機関 

  二  地方公共団体 

  三 独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 

（平成十五年法律第五十九号）第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下

同じ。） 

  四 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一

項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。） 

  五  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが

少ないものとして政令で定める者 

 
（第三者提供の制限） 

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同

意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

  一 法令に基づく場合 

 
＊「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161130fukusi.pdf 
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１０ 給食運営・食物アレルギー対応 

保育所等における給食運営に関する事項 

１ 調理従事者 

   給食数に見合った人数の配置とする。 

  児童の健全な発育に必要な栄養を満たすための献立を作成するため、栄養士の雇用も考慮

する。 

 
２ 職員の検便  

調理従事者は、臨時職員を含め、月に１回以上の検便（腸管出血性大腸菌 O１５７の検査

を含める）を実施すること。その他の職員についても、臨時職員を含め、児童の処遇に直接

関わる職員は、調理従事者と同様、月１回の検便を実施すること。 

 
３ 給食会議 

給食の適正な運営のため、定期的（概ね月１回以上）に施設長を含む関係職員による会議

を行い、記録を保存すること。 

 
４ 予定献立表の作成 

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 

内容は変化に富み、児童に必要な栄養や嗜好を考慮したものとする。 

項目としては、①実施日 ②発注及び喫食数（乳児・幼児・職員別） ③献立名 

④食品名 ⑤１人あたり使用量 ⑥総使用量 

（参考：別紙１ 市立保育園「予定実施献立表」） 

 
５ 実施献立の記録 

実際に提供した献立の内容を記録する。予定献立表をもとに変更内容を記入する方法でも

よい。 

   
６ 離乳食の給食記録 

離乳食対象児童が入所している場合は、発育段階に合わせた離乳食を提供する。幼児食と

同様に離乳食献立を作成し、記録をする。 

 
７ 職員食 

職員に食事を提供する場合は、食事代を徴収する。 

予定及び実施人数を正しく把握し、記録する。喫食量は幼児の 120～200％程度とし、

発注を適正に行う。 

 

８ 給与栄養量 

最新の「日本人の食事摂取基準」を基に給与栄養量の目標を設定し、必要な栄養量が確保

できるように献立作成を行う。 

 

９ 栄養量の計算 

作成した献立を実施する前に栄養価を算出し、給与栄養量の目標と比較して、必要に応じ

て調整を行う。「日本食品標準成分表（七訂）」を使用して計算する。 
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10 献立内容 

献立作成に当たっては、季節感や地域性等を考慮し、品質が良く、幅広い種類の食品を取

り入れるように努める。また、子どもの咀嚼や嚥下機能、食具使用の発達状況等を観察し、

その成長を促すことができるよう、食品の種類や調理方法に配慮するとともに、子どもの食

に関する嗜好や体験が広がりかつ深まるよう、多様な食品や料理の組み合わせにも配慮する。 

 
11 献立内容の周知 

保育所で提供する食事については、事前にその献立内容について書面で保護者に周知する。 

（参考：別紙２ 市立保育園「給食だより」） 

 
12 食育の実践 

食育計画を「全体的な計画」及び「指導計画」に位置づくかたちで作成し、全職員の共通

理解のもとに計画的・総合的に展開する。 

 

13 調理作業及び調理終了から喫食までの時間 

調理作業は衛生面に配慮し、当日処理を心がけ、安全で安心できる食事を提供する。 

調理終了から喫食までの時間（衛生時間）は、極力短くする。適温での食事と食中毒発生

防止のため、調理後の食品は調理終了後２時間以内に喫食することが望ましい。 

夕食などを提供する場合は、作り置きするのではなく、調理員のローテーション勤務で対

応することが望ましい。 

 

14 発注 

発注は入所児童数ではなく、実際の登園状況を把握して発注数を決定し、極力過不足のな

いようにする。 

 発注の記録として、発注書の控えを保管する。また、納品書も保管しておく。 

  

15 検食 

施設の管理者として、児童に見合った食事かどうか、栄養的・嗜好的・衛生的な観点から

提供する給食全てについて試食を行う。また、児童への安全面から児童より先に試食する。 

検食者は、継続して評価できる職員（園長等）を決定し、この職員が不在の場合に検食す

る者をあらかじめ決めておく。 

検食記録（検食者印、検食時間、検食者の意見）を作成する。 

 
16 日常衛生点検及び記録 

加熱調理食品の中心温度（75℃以上、１分間以上）、調理作業前及び作業後の冷蔵庫・冷

凍庫の温度、調理作業前及び作業後の使用水の点検（色、濁り、におい、異物）を毎日実施

し、記録を保存する。なお、貯水槽を使用している場合は遊離残留塩素濃度が 0.1 ㎎／Ｌ以

上であることを毎日検査し、記録する。 

 
17 給食日誌 

実施献立名や日常衛生点検に関する記録、喫食人数等を記録する。検食記録簿を兼ねても

良い。（参考：別紙３ 市立保育園「給食日誌」） 
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18 害虫駆除 

害虫の駆除を半年に１回以上実施し、記録を保存すること。 

  （参考：別紙４ ゴキブリの生息調査と防除方法について） 

 
19 食器・調理器具等の洗浄と消毒 

食器・調理器具等の使用後は、流水で洗浄し、さらに 80℃、５分間以上又はこれと同等

の効果を有する方法で十分殺菌した後、乾燥させ、清潔な保管庫を用いるなどして衛生的に

保管する。 

 

消毒方法：①熱風消毒保管庫 ②熱湯消毒 ③薬剤消毒 ④乾燥後アルコール消毒 

※熱風消毒保管庫を使用する場合は、80～90℃で 30 分以上を目安とする。 

※食器洗浄機（食器乾燥機）を使用する場合は、殺菌条件（80℃、５分間以上）

を満たしているか確認する。満たしていない場合は、他の消毒方法で実施する。 

 
20 まな板 

まな板は食品別に区別して使用する。生魚用、生肉用、野菜用、調理済み食品用に分け、

専用のものを用意し混同しないようにする。木製のまな板は水分が残りやすく、細菌が繁殖

しやすいので、プラスチック製や合成樹脂製のものが望ましい。 

 
21 検査用保存食 

原材料及び調理済み食品を食品ごとに 50ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に入れ、

密封し、－20℃以下で２週間以上保存する。 

なお、原材料は、特に、洗浄・殺菌等を行わず、購入した状態で保存する。 

 
22 手洗い 

調理室内の手洗い設備には、石けん、消毒液、爪ブラシを設置し、これらを使用した手洗

いを励行する。また、手拭きタオルは共用とせず、ペーパータオル等の使用が望ましい。 

 
23 調理服の着用 

調理担当者は、調理作業専用の清潔な調理服を着用する。調理服は汚れの目立つ淡色のも

のが望ましい。 

 
24 トイレ 

専用の手洗い設備、専用の履物を備えること。また、調理担当者専用のトイレがあること

が望ましい。 

 
25 ゴミの処理 

蓋付きのポリバケツを調理室内に設置し、作業終了後は調理室外に保管する。 

 

26 食器 

プラスチック製の食器（ポリプロピレン、メラミン等）を使用する場合は３～５年周期で

更新することが望ましい。 
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27 調乳 

調乳室の手洗い場には石けんと消毒液を設置し、調乳前には必ず、これらを使用した手洗

いを行うこと。また、手拭きタオルは共用としない。 

 

28 調理室の施設設備の構造 

衛生面、作業動線を考慮した設備とするため、設計の段階で区福祉保健センター生活衛生

課食品衛生係に相談すること。 

  
29 調理業務の委託 

調理業務を委託する場合は、「保育所における調理業務の委託について（平成 10 年２月 18 日児発

第 86 号 厚生省児童家庭局長通知）」に従うこと。 

 

30 食物アレルギー 

  国の「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」をもとに、平成 26 年３月に横浜市

版のマニュアル（「保育所における食物アレルギー対応マニュアル」）を作成し、市内全保育

施 設 に 配 付 し て い る （ 横 浜 市 こ ど も 青 少 年 局 ホ ー ム ペ ー ジ か ら も 入 手 可 能 。

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/unei/20140220104339.html）。 

  園児のアレルギー疾患の状況を把握する医療機関が記載する文書として、「保育所におけ

るアレルギー疾患生活管理指導表」（別紙５）を使用してください。 

  また、食物アレルギー誤食事故が発生した場合は、「給食関係報告書（食物アレルギー誤

食等）」（別紙６）を用いて、区に提出する。 

「誤食事故の発生」とは、対象園児がアレルゲン含む食事を食べた場合をいう。 

  なお、ヒヤリ・ハットについては、区への報告は必要ないが、誤食事故防止につなげてい

くため、事業者内での情報共有は必要である。 

 

以下に該当する事例があった場合は、まず、各区こども家庭支援課へ速やかに電話で第一報を

行ってください。 

 

各区へ電話で第一報していただきたい事例 

① 重篤事故発生時(救急搬送、エピペン使用等) 

② 発症者が複数の場合 

③ 調理室での混入、または納品された加工食品での混入が原因と疑われる場合 

 

【③の例】 

・アレルゲンを除去した除去食を調理、提供したが、喫食後に食物アレルギーと思われる症状が発

生し、原因が特定できていない場合 

・パンやウインナー、練り製品などの加工品も含めて、アレルゲンのない食材を発注し、 

アレルギー対応食を提供したが、喫食後に食物アレルギーと思われる症状が発生した場合 

 

※ また、状況に応じて、区生活衛生課による電話や立ち入りの調査を行います。 
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保育所等における給食食材の放射性物質測定要領 
平成 24 年 7 月 27 日 こ保運第 1266 号 

              （最近改正）平成 29 年３月 31 日 こ保人第 1486 号 
 
１ 目的 

 流通している食品は、出荷元自治体に加え、本市独自に検査を行っており、基本的に安

全であると認識しています。しかし平成 24 年 4 月に食品中の放射性物質の新たな基準値

が適用されたことを受けて、これまで以上に食材の安全性を確認することが求められてい

ます。そこで、児童が喫食する前に放射性物質の測定を行い、その安全を確認することに

より、保護者の放射線に対する不安の解消を図ることを目的とします。 
 また、測定に関しては、学校給食の放射線測定に準じて行います。 
 
２ 測定に使用する放射線測定器 

・検出器  ゲルマニウム半導体検出器 
  ・測定核種 放射性セシウム１３４、１３７ 
  ・検出限界 各 ３ Bq/kg 
 
３ 食材の放射線測定について 

(1) 測定対象施設等 
市立保育所、認可保育所、横浜保育室、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保

育事業、事業所内保育事業 
(2) 検査機関 

   食品中の放射性物質に関する検査を実施することが可能である登録検査機関（厚生

労働省公表） 
 (3) 測定施設等の選定 

測定は 1 日１施設とし、原則、火・水・木・金曜日（祝日、年末年始及びその翌日 
を除く。）の給食で使用する食材を給食実施日の前日及び当日に測定します。 

(4) 1 回あたりの測定検体数 
最大８品（当日検査分、最大 2 品を含む。） 

(5) 測定食材の選定 
測定施設等の測定日の給食献立で使用する食材のうち、下記の食材について測定しま

す。 
ア 米、牛乳 

イ 厚生労働省通知等において、過去一年の間に、基準値（100Bq/kg）あるいはその

1/2（50Bq/kg）を超える放射性セシウムが検出された食材 

ウ 牛乳及びイを主原料とする加工品 

エ その他保育・教育人材課が必要と認めるもの 
(6) 測定食材の通知 

ア 市立保育所の場合 
     保育・教育人材課が献立から選定し、園に通知します。 

イ 市立保育所以外の場合 
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     保育・教育人材課が測定施設等の予定実施献立表から選定し、施設等に通知しま

す。 
(7) 測定する食材の量 

1 検体あたり、2000ml 程度（可食部） 
(8) 測定結果の連絡 

測定結果を給食提供時間までに測定施設等に連絡し、その後速やかに、こども青少

年局のホームページで測定結果の公表を行います。 
(9) 測定で国の基準値以上の値が出た場合の対応 

   測定施設等での当該食品の使用は中止し、食品衛生法上の違反食品の対応に沿い調 
査を保健所が行います。その場合は、各保育施設等に保育・教育人材課から情報提供 
をします。 

 
４ 各施設における作業 

(1) 測定食材の選定 
 ア 市立保育所 
   保育・教育人材課が献立から選定します。 
イ 市立保育所以外 
（ア） 実施予定日の 2 週間前までに、次の書類を保育・教育人材課宛てに送付します。 

a 当月の予定実施献立表（実施予定日の食材、1 人分の使用量が全て記入されて 
いるもの） 
b 保護者配布用献立表 

  （イ）保育・教育人材課で測定する食材を決定し、食材予定・納品状況確認表（様式

３）を送付します。測定施設等は、納品日や納品業者名等を記入後、返送します。   
測定食材情報表（様式１）の検査食材、発注量（検査使用量）を保育・教育人

材課で記入し、当該施設等に送付します。 
(2) 測定食材の発注及び納品 

ア 測定施設等は、検査使用量を加えて発注するとともに、測定食材について、必要

な情報（生産地、生産者、ロット番号、出荷者）を、あらかじめ納入業者に確認

し、測定食材情報表（様式１）に記入します。 
イ 食材の納品方法に応じて、保育・教育人材課職員が測定施設等又は納入業者から

食材を受領した後、検査機関に持ち込み、測定を行います。 
・あらかじめまとめて測定施設等に納品されている食材は、給食前日に測定施設 
等から食材を受領し、前日に測定を行います。 
・納品は給食当日であるものの、測定施設等に納品するものと同じ食材が給食前 
日に納入業者に確保されている食材は、前日に納入業者から食材を受領し、前日 
に測定を行います。 
・給食当日に納入業者が市場等から調達または製造し納品される食材は、当日に 
測定施設等から食材を受領し、当日に測定を行います。 

(3) 保護者への周知 
  測定日決定後、測定施設等は保護者に測定を実施することについて周知します。 

また、各施設等の測定結果は、「給食食材の放射性物質検査の結果について」（様式
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２）を施設内に掲示し、周知します。 
 
５ その他 

  測定手順の詳細については、別途「保育所等における給食食材の放射性物質測定対応 
手順」に定めます。 

 
 
附則 

 この要領は、平成 24 年７月 27 日から施行する。 
 

附則 
 この要領は、平成 29 年４月１日から施行する。 
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保育所等における給食食材の放射性物質測定 対応手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育・教育人材課→施設等 

 

測定食材の連絡 
③食材予定・納品状況確

認表の送付 

施設等の責任者 調理担当者 

測定食材の

確認 
納入日等の

打ち合わせ 

測定食材の 
発注 

測 定 食 材 の 

準備・受け渡し 

 
 手 順 
  ２ 

 
 手 順 
  ３ 

 手 順 
  ４ 事前準備 

測定1日目 
（午後） 

  
手 順 

  ５ 

測定2日目 
（午前） 

 

100Bq/kg 以上 

牛乳 50Bq/kg 以上 
 
 

 

 

給食の提供 

       
      給食の準備 

 
 手 順 
  ７ 

100Bq/kg 未満 

牛乳 50Bq/kg 未満 
 

       
測定予定日の連絡 

 
 手 順 
  １ 

当日納品・当日

検査の食材が

ある場合 

  
手 順 

  ６ 

給食での使用中止 

【測定施設等】 

① 予定実施献立表 
② 保護者配布用献立を 
保育・教育人材課に送付 

④食材予定・納品状況確認

表の返送 
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手順１ 測定予定日の連絡 

 保育・教育人材課から文書で測定予定日について連絡します。都合がつかな

い場合は、保育・教育人材課にご連絡ください。  

手順２ 測定食材の連絡 

測定食材は、原則として献立の中から米、パン、牛乳及び米、牛乳を主原料と

する加工品と厚生労働省通知において、過去一年の間に、基準値（100Bq/kg）

あるいはその 1/2（50Bq/kg）を超える放射性セシウムが検出された食材及びそ

の食材を主原料とする加工品とします。市立保育所については、２週間前まで

に測定日と測定食材について文書で連絡します。 

市立保育所以外の施設等については、先に測定日を連絡します。①予定実施

献立表（使用食材分量がわかるもの）②保護者配布用献立表をＦＡＸ、Eメール

等で送付していただき、２週間前までに保育・教育人材課にお知らせください。

その後、③食材予定・納品状況確認表（別紙様式３）を保育・教育人材課から

送付しますので、納品日や納品業者等をご記入の上、返送してください。測定

数日前に、再度保育・教育人材課から確認の電話をします。検査予定食材が決

まりましたら、お知らせ文を施設等に掲示して下さい。（お知らせ文のひな型は

保育・教育人材課で用意します。） 

 

 

手順３ 測定食材の確認・納入日等の打ち合わせ 

 保育所等の給食食材の納品は安全面を考慮し、原則、給食実施当日の納品と

なっています。 

 米のように、まとめて納品されている食材や、前日に施設等に納品するもの

と同じものが納入業者に確保されている場合は、保育・教育人材課の職員が測

定施設等や納入業者に取りに行き、前日に検査を行います。また、納入業者が

給食実施当日に調達または製造する食材については、当日、検査を行います。 

各施設等の事情等をお聞きしながら、測定食材、調達方法を決定します。 

手順４ 測定食材の発注 

 手順２、３で確認された測定食材の発注をします。 

 測定をするに際し、各食材可食部で 2,000ｍｌが必要です。 

 ※給食食材の他に「測定食材情報表」にある発注量を加えて発注して下さい。 

※依頼文と「測定食材情報表」を納品業者に渡し、生産地等について記入を

依頼してください。用紙を業者から必ず回収し、測定当日に保育・教育人

材課職員に渡してください。 

事前調整 

事前準備 
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手順５ 測定食材の準備・受け渡し 

 測定１日目の１３時頃に、保育・教育人材課の職員がお伺いします。 

 予めまとめて納品されている給食食材を職員に渡してください。 

 「測定食材情報表」も一緒に渡してください。 

 その後、納入業者に翌日施設等に納品するものと同じものが確保されている

場合は、保育・教育人材課の職員が納入業者に取りに行きます。 

  

 

 

 

手順６ 当日納品の食材がある場合の受け渡し 

 当日納品の食材がある場合、８時３０分～９時までに、保育・教育人材課の

職員がお伺いします。給食食材を職員に渡してください。 

 「測定食材情報表」も一緒に渡してください。 

 

手順７ 給食の準備 

 当日納品食材の測定は、調理作業と並行して行います。 

 万が一、一般食品に 100Bq/kg以上（牛乳 50Bq/kg以上）の放射線量が検出さ

れた場合は、該当食材については、提供を中止します。 

 そのため、測定結果が判明するまでは、測定食材と他の食材が混ざらないよ

う、調理作業にご配慮をお願いします。 

  

   ＜対応例＞ 

①炒め物、煮物、汁物などの場合 

   測定食材以外の食材を先に炒めて（煮て）おき、測定結果がでてから 

合わせて仕上げる。 

また、測定食材が火が通るまで時間がかかる場合は、他の食材とは別 

に茹でる（炒める）などしておき、測定結果がでてから合わせて仕上 

げる。 

②和え物、サラダなどの場合 

   測定食材以外の食材を先に茹でておき、測定結果が出てから仕上げ 

（混ぜる等）を行う。 

測定１日目 

測定２日目 
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一般食品１００Bq/kg（牛乳 50Bq/kg）を超える値が出た時の対応 

100Bq/kg（牛乳 50Bq/kg）以上の放射線量が検出された場合は、該当食材につ

いては、提供を中止します。該当食材が他の食材と混ざっている場合は、その

献立も中止になります。 

対応方法については、下記を参考にしてください。 

 

 

      

＜対応方法＞ 

①該当食材を除去して提供する。 

 

 ②メインの食材で、除去したのみでは明らかに量が不足してしまう場合 

●缶詰、ウインナー等、保管している、あるいは急遽納品が可能な食材を

利用する 

   →その食材のみを炒める（茹でる）、野菜と一緒に炒める など 

   

③昼食で補うことが難しい場合は、午後おやつで補う。 

   例：予定していたおやつに加えてパン、乳製品（チーズ、ヨーグルト）、

果物、市販菓子などを提供する。 

 

 

 

★この場合は対応できる範囲での給食の提供をお願いします。 

 

 

 

 

その後の対応 

100Bq/kg（牛乳 50Bq/kg）を超える値の場合は、違反食品として保健所が調査

を行います。 

また、保育・教育人材課から該当保育施設等に連絡するとともに、保育所等

での食材の取り扱いについて市内保育施設等に通知します。 
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測定１日目（午後）の流れ 

時 間 

１３：００ 測定施設等へ保育・教育人材課職員到着、測定食材の受け渡し 

１３：３０ 保育・教育人材課職員が納入業者へ、食材の引き取り 

１４：００ 検査機関へ持ち込み 

※ 朝一番に他施設等の検査食材納品を行っている場合もあるため、職員の到

着時間が遅れてしまう場合があります。時間が大幅に遅れる場合は、ご連絡

させていただきます。 

測定２日目（午前）の流れ 

時 間

８：３０ごろ 前日分の測定結果を測定施設等へ連絡

※ 電話で連絡後、FAX で測定結果を送付します。

９：００ごろ ホームページ公表

※当日測定の食材がある場合

８：３０から

９：００まで

測定施設等へ保育・教育人材課職員到着

当日測定分食材の受け渡し

９：３０

まで

検査機関へ持ち込み

１０：３０

ごろ

当日測定分の測定結果の連絡

※ 電話で連絡後、FAX で測定結果を送付します。

ホームページ公表

※ 給食提供への影響が出ないよう、１０時３０分までには測定結果を連絡す

る予定ですが、測定食材、当日の状況により、終了時間は前後することもあり

ますのでご了承ください。 

測定機器について 

＜測定機器＞ 

ゲルマニウム半導体検出器 

＜検出限界＞ 

  約３Ｂｑ/kg 
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１２ 特定教育・保育施設等における運営指導について 
 

 １ 運営指導の主旨  

   施設及び事業者における児童の身体的、精神的、社会的な発達のために必要な生活水準の確

保、安全の確保、児童の福祉と保育・教育の質の向上と維持のため、施設及び事業者に対して

運営指導、助言を行います。 

 

 ２ 運営指導の体制等  

   具体的には、適切な利用児童の処遇や児童福祉施設の設備及び運営に関する基準や家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準等を満たす運営が行われるよう、各区こども家庭支援課

及びこども青少年局保育・教育運営課、保育・教育人材課が連携して運営指導を行います。 

   また、運営指導上必要がある場合には、必要な報告を求め、立ち入りして状況等の確認を行

い、文書又は口頭で指導します。 

 

 ３ 重点事項について  

   適正な施設運営の確保、保育・教育の提供と支援の観点から、次の重点事項等の運営指導を

行います。各施設及び事業者におきましては、適正な運営水準を保つとともに、更に質の向上

に努めていただくようお願いします。 

 （１）職員配置基準について 

    「保育士が足りていない」「施設長が園にいない」などの通報があった場合、調査を行いま

す。なお、調査の結果、職員配置基準違反が判明した場合には、新規利用決定の停止などの

措置を取ることがあります。 

 （２）保護者や近隣とのトラブル 

    保護者や近隣の方からの苦情や相談を受けた際、事実確認や指導を行います。 

 （３）けが、誤食・アレルギー事故等 

    治療に要する期間が 30 日以上の負傷や疾病を伴う事故や、救急車により病院へ運ばれた

りするなどの重篤な事故の場合は、「事故報告書」「給食関係報告書」等による施設及び事業

者からの連絡や保護者からの通報の内容によって、さらに詳しい状況やその後の経過につい

て調査をします。 

 （４）虐待等が疑われる場合 

    施設及び事業者の職員による児童への虐待に関する相談等があった場合や、児童の処遇や

保育・教育の運営に関して児童福祉に著しく有害であると思われる場合、調査をします。 

 

 ４ その他（留意事項）  

   事件・事故の発生・再発防止のためや、職員配置基準の遵守状況などを、必要に応じて実地

により確認するため、予告なしに立入確認させていただくことがあります。御協力をお願いし

ます。 

 

  ＜予告なしの立入確認例＞ 

  ・重大事故が起きた場合 

  ・通報、苦情、相談等により重大事故が発生する可能性が高い場合 

  ・運営指導や指導監査後における改善状況等の確認 
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た
場
合
の
取
扱
い
 

す
べ

て
の

子
ど
も
の
降
園
後
な
ど
、
子
ど
も
が

０
人
と

な
っ

た
場

合
に
は

、
職

員
の

配
置
を
求

め
な
い

も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
子
ど
も
が
来
た
時
点
で
保
育
士
２
名
の

体
制

が
と

れ
る
よ
う
、
連
絡
体
制
等
の
確
立
を
お

願
い

し
ま

す
。

（
施
設

内
で

の
連

絡
要

員
の

配
置
は

求
め
ま
せ
ん
が
、
配
置
し
な
い
場
合
は
確
実
に
連
絡
が
取
れ
る
連
絡
先

を
保

護
者
等

へ
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。
利
用
希
望

が
あ
る
場

合
は

、
必

ず
対
応

す
る
こ
と

が
前

提
に

な
り
ま

す
。
体
制

を
理
由
に
断
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
）
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こ 保 運 第 1 2 4 0 号 

平成 29 年９月１日 

各教育・保育施設等設置者 様 

施設長 様 

横浜市こども青少年局保育・教育運営課

運 営 指 導 等 担 当 課 長

給 付 ・ 支 給 認 定 担 当 課 長 

市内社会福祉法人への特別指導監査の結果等を踏まえた 

適正な運営の徹底について 

日頃より本市の保育・教育行政に御協力いただき誠にありがとうございます。

さて、新聞等で既報のとおり、市内社会福祉法人が運営する、保育所５施設、小規模保育事業

所等について特別指導監査等を実施し、このたび結果がまとまり、平成 29 年８月 25 日付で改

善を求める通知を発出いたしました。

また、昨年度、市内保育所を運営する市外社会福祉法人において、法人理事が、法令、通知及

び法人の会計ルール等を無視して私的な物品を購入するなど、保育所入所児童の処遇に直接必要

のない経費に委託費を支出する事案が発生しています。

保育所等の運営にかかる不適切な事案が立て続けに発生したことは、保育・教育施設及び事業

所の運営に対する市民の信頼を大きく損ねるものでもあり、公的資金を使って保育を委ねられて

いることに疑義を呈される可能性もあります。運営に携わる者全てが他人事とせず、真摯に受け

止める必要があります。

関係各位におかれましては、法人や施設等の運営状況を確認いただき、園運営、会計処理、給

付費の請求等が適正に行われるよう徹底をお願いいたします。また、市民や保護者から保育所等

の運営にかかる信頼を得られるよう、法令順守にとどまらず、社会規範や法人倫理に沿った運営

がなされているかといった観点からも、ご確認いただき、必要な改善を図られるようお願いいた

します。

＜次項あり＞ 

参 考 

<85>



 

１ 主な指摘事項 

（１）法人及び施設等の運営に関すること 

 ・理事長による二重請求及び職員等への過剰な支出 

・おむつ代等の名目で保護者から徴収した多額の現金を支出せず所持し、会計未処理 (簿外で管

理) 

・朝夕等における不適切な職員配置 

・苦情記録が整備されていない等の不適切な苦情対応 

・本市監査に対して事実と異なる報告 

（２）本市への請求に関すること 

・事前に認識していたにも関わらず、実際の勤務予定時間よりも著しく多く勤務時間が雇用状況

表に記載されていた事例 

・雇用状況表について、実際に勤務している施設とは異なる施設に記載され、請求されていた事

例 

・「管理者設置加算」を適用していた保育責任者が保育に従事し、兼務していた事例 

 
 

 

 

 

 

 
担当 保育・教育運営課運営指導係 

指導担当 

 TEL ０４５（６７１）３５６４ 

FAX ０４５（６６４）５４７９ 

給付担当 

TEL ０４５（６７１）４４６６ 

FAX ０４５（６６３）１８０１ 
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１３ 重要事項説明・運営規程・利用契約書等について 
 

１ 趣旨 

子ども・子育て支援法に基づき、横浜市では「横浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営の基準に関する条例（平成 26年９月 横浜市条例第 48号）」（以下「条例」とい

う。）を定めました。 

各施設・事業者においては、この条例に基づき、保育・教育の提供の開始に際しては、あら

かじめ利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を

得ることと規定されています。 

 

２ 対象施設・事業者 

  新制度での給付対象となる施設・事業すべて 

  （認定こども園、幼稚園、保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、

事業所内保育事業） 

 

３ 重要事項の説明について 

保育・教育の提供の開始に際しては、あらかじめ利用申込者に対して、下記を記した文書を

交付して説明を行い、同意を得なければなりません。また、保育施設の見やすい場所に重要事

項を掲示することが必要です。 

（１）運営規程の概要 

 （２）職員の勤務体制 

 （３）利用者負担 

（４）連携施設の種類、名称、連携協力の概要≪地域型保育事業のみ必須≫ 

 （５）その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項 

    

保護者説明会等の場で配布するなどで説明して、同意を得てください。重要事項の説明の署

名及び同意の署名の文書については、原本を園で保管し、写しを重要事項説明書とともに保護

者に交付してください。 

重要事項説明書に記載すべき事項が「入園のしおり」等の書類で網羅されている場合には、

重要事項説明書を別途作成する必要はありません。 

重要事項説明書のひな形を、横浜市ホームページに参考として掲載しています。 

施設・事業の実情に応じて適切な内容が定められるよう留意しつつ、実際の作成に当たって

ください。 

 

４ 運営規程について 

  下記に掲げる施設等の運営についての重要事項に関する規定を定めることになります。 

  法人の場合は、理事会、役員会等を経て決定してください。 

 （１）施設・事業の目的及び運営の方針 

 （２）提供する特定教育・保育、特定地域型保育の内容 

 （３）職員の職種、員数及び職務の内容 

 （４）特定教育・保育、特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

 （５）保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及びその額 

 （６）子どもの区分（年齢）ごとの利用定員 

 （７）特定教育・保育施設、特定地域型保育の利用の開始、終了に関する事項及び利用にあた

っての留意事項 

 （８）緊急時等における対応方法 
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 （９）非常災害の対策 

 （10）虐待の防止のための措置に関する事項 

 （11）その他施設・事業の運営に関する重要事項 

運営規程のひな形を、横浜市ホームページに参考として掲載しています。 

ひな形の中の第１条から第１３条（認定こども園、幼庭園については、網掛けをしている部

分）までは必ず規定しなければいけない事項となっています。また、第１４条以降は、その他

施設・事業の運営に関する重要事項の記載例であり、条例に定められた事項となっています。 

ひな形に記載している事項以外の事項を記載することも可能です。各施設・事業の実情に応

じて適切な内容が定められるよう留意しつつ、実際の作成に当たってください。 

 

５ 利用契約書について≪保育所以外≫ 

  条例に基づき、施設・事業を利用する利用者とは、利用契約書を結ぶことになります。                                                                                                           

  各園において作成いただいた重要事項説明書を交付し、同意を得たうえで、必要に応じて、

保護者が提示する支給認定決定通知書で支給認定内容を確認し、保護者との利用契約を締結し

てください。また、利用契約の締結後、契約にかかる内容に変更があった場合は、変更内容に

ついて保護者に説明を行い、同意を得てください。  

利用契約書の作成例を、横浜市ホームページに参考として掲載しています。 

  利用契約書は２通作成し、利用者と各園双方が自署又は記名押印のうえ、１通ずつ保有して

ください。きょうだい児で利用される場合でも利用者一人につき２通作成したうえで、１通ず

つ保管するようにしてください。 

 

６ 給付費等の額にかかる通知等≪保育所以外≫ 

  法定代理受領によって特定地域型保育に係る給付費等の支給を受けた場合は、保護者に対し、

受領した給付費等の額を通知する必要があります。 

 

７ 留意事項 

条例の規定事項は、監査等の対象となります。重要事項説明・運営規程・利用契約書等を確

認させていただく予定です。 

【ひな形及び作成例のデータについて】（重要事項説明書・運営規程・利用契約書） 

  横浜市子ども・子育て支援新制度 事業者の皆様へ(横浜市ＨＰ)に施設・事業ごとに掲載し

ていますので、データをダウンロードしてお使いください。 

  ＦＡＱについても、ご確認ください。 

  http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/jigyosha/ 

  

～重要事項説明書に同意しなかった場合～ 

重要事項説明は、施設・事業が提供する保育・教育の内容を記載するもので、同意が得られなかった
からといって、ただちに修正しなければならないものではありません。 
同意が得られない場合は、なぜ同意することができないのか、どの部分に気になる点があるのか、な

ど保護者の方からよく聞き取りをし、丁寧に施設・事業における保育内容や事業者の意図、考え方を説
明し、理解を得るようにしてください。 
保護者の方々との話し合いの結果、提供内容の見直しが必要であると事業者が判断した場合は、他の

保護者の方の同意を得たうえで、重要事項説明書の修正をしていただくことは問題ありません。 
なお、保護者の同意が得られないことを理由に、その保護者の児童を一方的に退所させることはでき

ません。同様に重要事項説明書にその旨を規定することもできません。 
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１４ 研修等 

１ 園外（職場外）研修 

保育・教育人材課が開催する研修は、全て HP でご案内します。 

また、申込は電子申請のみで受け付けます。 

※保育・教育人材課のホームページに掲載するもの

（１） 年間予定表

（２） 開催要項・申込書 ＜1 か月半から 2 か月前＞

（３） 各保育・教育施設⇒電子申請で申込

申込みの際には、事業者番号が必要ですので、控えておいてください。

※申込画面の写しは研修当日に必要です。写しを保管し、当日持参してください。 

※会場の都合により、定員数が定められています。

※受講の可・不可については、必ずメールでお知らせをしています。申し込みを

したのに、可・不可のメールが届かない場合は、申込みが完了していないか、メ

ールアドレスが間違っている場合があります。 

（４） 研修の受講

申込画面の写しを持参してください。

※止むを得ず欠席をされる場合は、必ず連絡をしてください。

◎各区でも研修を実施しています。開催については、ネットワーク事務局園からお知ら

せします。 

２ 園内（職場内）研修 

 同僚と話し合い、自らの保育を振り返りながら次の課題を見いだすために、職場内で

の研修を行うことが大切です。 

  年間を通して、計画的に取り組みましょう。研修の手法などの情報提供を行います。 
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１５ 関係様式集  

１．【参考様式】健康観察チェック表･･････････････････････････＜様式集＞P1 
２．【参考様式】保育日誌･･････････････････････････････････････････････P2 
３．【参考様式】ブレスチェック表･･････････････････････････････････････P4 
４．与薬に関する主治医意見書、与薬依頼書（保護者記載用）･････････････P5 
５．登園許可証明書･･･････････････････････････････････････････････････P6 
６．感染症等発生報告書･･･････････････････････････････････････････････P7 
７．事故報告書･･･････････････････････････････････････････････････････P8 
８．【参考様式】苦情対応様式一式･････････････････････････････････････P12 
９．【参考様式】横浜市保育所児童保育要録･････････････････････････････P15 
10．放射能測定食材情報表････････････････････････････････････････････P18 
11．給食食材の放射能物質検査の結果について（お知らせ）･･････････････P19 
12．食材予定・納品状況確認表････････････････････････････････････････P20 
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様式集1

sysmente
テキストボックス
【参考様式】健康観察チェック表

sysmente
テキストボックス
【参考様式】健康観察チェック表（記載例）
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sysmente
テキストボックス
【参考様式】
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  （厚生労働省発行『保育所における感染症対策ガイドライン』を準用） 
医師の意見書（例） 

＜医師用＞  

登園許可証明書 

横浜市長 

入所児童氏名 

病名 「    」  

年   月  日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので登園可能と 

判断します。  

年  月  日 

医療機関名 

医 師 名  印又はサイン 

保育所は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐ

ことで、子どもたちが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について登園許可証明書の提出をお
願いします。 
感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育所生活が可能な状態となってか

らの登園となるようにご配慮ください。 

○ 医師が記入した意見書が必要な感染症

感染症名 感染しやすい期間 登園のめやす 

麻しん（はしか） 発症１日前から発しん出現後の

４日後まで 

解熱後３日を経過してから 

インフルエンザ 症状が有る期間（発症前24時間か

ら発病後３日程度までが最も感

染力が強い） 

発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日

を経過するまで（幼児（乳幼児）にあっては、

３日を経過するまで） 

風しん 発しん出現の前７日から後７日

間くらい 

発しんが消失してから 

水痘（水ぼうそう） 発しん出現１～２日前から痂皮

形成まで 

すべての発しんが痂皮化してから 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

発症３日前から耳下腺腫脹後４

日 

耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから

５日を経過するまで、かつ全身状態が良好にな

るまで 

結核 医師により感染の恐れがないと認められるまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 発熱、充血等症状が出現した数日

間 

主な症状が消え２日経過してから 

流行性角結膜炎 充血、目やに等症状が出現した数

日間 

感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失し

てから 

百日咳 抗菌薬を服用しない場合、咳出現

後３週間を経過するまで 

特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗

菌性物質製剤による治療が終了するまで 

腸管出血性大腸菌感染症

（Ｏ157、Ｏ26、Ｏ111等）

症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、

48時間をあけて連続２回の検便によって、いずれ

も菌陰性が確認されたもの 

急性出血性結膜炎 ウイルスが呼吸器から１～２週

間、便から数週間～数ヶ月排出さ

れる

医師により感染の恐れがないと認めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 医師により感染の恐れがないと認めるまで 
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施設・事業所名 園　児 人

代表者名 職　員 人

ＴＥＬ 計 人

住所

発生月日

年齢児 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 職　員 計

在籍数

欠席数

患者数

１　発熱（　　　　）℃ ４　咳 ７　腹痛

２　頭痛 ５　咽頭痛 ８　嘔吐

３　倦怠感　 ６　下痢

備　　考

検査対象者

検体提出日

決定月日

検査結果

日　　時

日　　時

日　　時

日　　時

日　　時

記者発表

在籍数

　　　　　　　　　　

－

検
　
査
　
状
　
況

平成　　　　年　　　　月　　　　日　　（　　　　）
再報告日

（再報告の際に記入）

　　　　　　感　染　症　等　発　生　報　告　書　　　　　　　初  ・  再　　第　　　号

平成　　　　年　　　　月　　　　日　　（　　　　）

発　受　信　月　日

保
護
者
対
応

症　　状

平成　　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　　　時　　　分

平成　　　　年　　　　月　　　　日　　（　　　　）

平成　　　　年　　　　月　　　　日　　（　　　　）

※具体的な症状

病
　
名

　　　　　　区

発
　
　
生
　
　
状
　
　
況

検査内容
及び

検　体
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横浜市　　　　区こども家庭支援課宛 　　年　　月　　日

【第　　報】

横　浜　市　長

事故事案（　重傷事故　・　その他　）について、下記のとおり報告します。

添付書類

様式１

様式２

様式３

区使用欄

　　　年　　月　　日（　　）　午前・午後　　： 

　　　年　　月　　日（　　）　午前・午後　　： 

受信者

受信者

事　　故　　報　　告　　書

第１報 第２報以降

必須 必須（修正がある場合は適宜修正）

必須 必須（修正がある場合は適宜修正）

任意（未添付の場合は２報で提出） 必須

□ 電話報告

□ 文書報告

設置者住所

設置者氏名
（又は名称）

代表者

※「その他」の内容 （　　　　　　　　　　　　　）

＜報告が必要な事故＞

①死亡事故又は重傷事故（治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病及び意識不明）

②上記に該当しない事故の中で、保護者から苦情のあったもの及び

保護者とトラブルになりそうなケース

③不審者の侵入があったケース

④盗難等のケース

⑤置き去り・行方不明等のケース

＜事故報告書作成にあたっての留意事項＞

・重大な事故が発生した場合は、速やかに区こども家庭支援課へ電話報告をしてください。

・電話報告の後に、この報告書を作成し、区こども家庭支援課へ提出してください。

・水色の枠内は、プルダウンメニューから選択してください。

（手書きで作成される場合は、プルダウンメニューを確認してください。）

・第１報は、原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）に行ってください。

・第１報時に様式３が提出できない場合や第１報の記載内容に不足があると本市が判断した場

は、事故発生日から１か月以内に第２報を行ってください。

＜その他＞

・様式２及び様式３は、注意喚起と再発防止の啓発等を目的に、施設名及び個人情報を削除し

た上で、市内各施設へ情報提供することがあります。

・死亡事故及び重傷事故は、県を通して国へ報告し、施設名及び個人情報を削除した上で公表

されます。その旨及び内容について保護者の了解を得た後、提出してください。なお、第１

報については、保護者の了解の有無にかかわらず速やかに区こども家庭支援課へ提出してく

ださい。

・発生時の状況図（写真等を含む。）を添付してください。

なお、遊具等の器具により発生した場合には、当該器具のメーカー名、製品名、型式、構造

等についても記載してください。
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【様式１】

←この色のセルはプルダウンで選択できるようになっています。必ず選択をしてください。

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 5歳以上 学童 合計

 うち常勤教育・保育従事者

乳児室 　　　㎡ ほふく室 　　　㎡ 保育室 　　　㎡ 遊戯室 　　　㎡

　　　㎡ 　　　㎡ 　　　㎡ 　　　㎡

　　名 名 名

０歳 名 １歳 名 ２歳 名 ３歳 名

４歳 名 ５歳以上 名 学童 名

子どもの年
齢(月齢)

所属クラス

【診断名】

【病状】

【既往症】　 病院名

うち保育教諭・幼稚園教諭・保育士

うち常勤保育教諭・幼稚園教諭・
保育士

発生時の体制

事故発生日

保育室等の面積

病状・死因等
（既往歴）

病状：　　　　　（全治：　　日）

異年齢構成
の場合の内

訳

児童名

生年月日

当該事故に
特徴的な事項

入園・入所年月日

子どもの性別

(死亡の場合）死因

事故の転帰（結果） (負傷の場合）負傷状況

教育・保育従事者
うち保育教諭・幼稚園教
諭・保育士

事故発生時間帯

 教育・保育従事者数

(負傷の場合）受傷部位

事故誘因

所 在 地 開設(認可)年月日

設置者
(社名・法人名・自治体名等)

法人等代表者名

名

名

認可 ・ 認可外

自治体名 施 設 名

施設･事業種別

報告回数

神奈川県　横浜市

事故報告日

発生場所

発生時状況

施設代表者名

　午前・午後　　：事故発生時刻（具体的に）

保護者名

　　　年　　　月　　　日 保護者連絡先

在籍子ども数

名

名

特記事項
（事故と因子関係がある場合に、
身長、体重、既往歴・持病・アレ
ルギー、発育・発達状況、発生時

の天候等を記載）
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【様式２】

時間

時間

この面の記載内容は、施設名及び個人情報を削除した上で、市内各施設へ情報提供することがあります。

保護者への対応発生時の状況・対応

※時系列に沿って可能な限り詳細を記載してくださ
い。その場にいた児童数・活動内容・保育者人数・配
置状況（どのように活動を見守っていたか）は必須で
す。

保護者への対応発生後の対応（報道発表を行う場合にはその予定を含む）

※時系列に沿って可能な限り詳細を記載してください。
※通院の判断は誰がどのようにしたのか記載してください。

当該事故に
特徴的な事

項

発
生
状
況
（

時
系
列
ど
お
り
に
記
入
）

発生日時

発生場所

施設･事業種別

負傷状況

児童の年齢 歳

月　　日　　時　　分　AM・PM
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【様式３】

要因

【所管自治体必須記載欄】
事故発生の要因分析に係る自治体コメント

※事業所(者)は記載しないでください。

（区・施設は記載不要）

その
他

その他考えられる要因・分析、
特記事項

改善策【必須】

人的
面

（担当保
育教諭・
幼稚園教
諭・保育
士、保育
従事者、
職員の状

況）

対象児の動き
(具体的内容記載欄)

担当職員の動き

(具体的内容記載欄)

他の職員の動き
(具体的内容記載欄)

その他考えられる要因・分析、
特記事項

改善策【必須】

改善策【必須】

環境
面

（教育・保
育の状況

等）

教育・保育の状況

その他考えられる要因・分析、
特記事項

改善策【必須】

ハー
ド面
（施設、
設備等）

その他考えられる要因・分析、
特記事項

施設の安全点検 実施頻度(　　)回/年
(具体的内容記載欄)

遊具の安全点検 実施頻度(　　)回/年
(具体的内容記載欄)

玩具の安全点検 実施頻度(　　)回/年
(具体的内容記載欄)

教育・保育施設等　事故報告様式 【事故再発防止に資する要因分析】

分析項目 記載欄【選択肢の具体的内容を記載】

ソフ
ト面
（マニュ
アル、研
修、職員
配置等）

事故予防マニュア
ルの有無

(具体的内容記載欄)

事故予防に関する
研修

実施頻度(　　)回/年
(具体的内容記載欄)

職員配置
(具体的内容記載欄)

その他考えられる要因・分析、特記事項

改善策【必須】
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横浜市保育所児童保育要録（入所に関する記録） 

記入日：     年    月    日 

児 童 

ふりがな 

性 別 氏 名 

生年月日   年    月    日生 

現住所 

保護者 

ふりがな 

氏 名 

現住所 

入 所    年    月    日 卒 所    年    月    日 

就学先 

保育所名 

及び所在地 

（保育所名） 

（保育所所在地） 〒   

 電話    （  ） 

施  設  長 

 氏     名   
 印 

担当保育士 

 氏   名 
 印 

 （修正：   年   月   日）

この写しは、原本と相違ないことを証明します。 

年  月  日 

 （保育所名）  長 

印

【参考様式】 
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横浜市保育所児童保育要録（保育に関する記録） 
本資料は、就学に際して保育所と小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。）が子どもに関する情

報を共有し、子どもの育ちを支えるための資料である。 

保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とするものであり、保育所における保育全体を通じて、養護に関
するねらい及び内容を踏まえた保育が展開されることを念頭に置き、次の各事項を記入すること。 
○保育の過程と子どもの育ちに関する事項
＊最終年度の重点：年度当初に、全体的な計画に基づき長期の見通しとして設定したものを記入すること。
＊個人の重点：１年間を振り返って、子どもの指導について特に重視してきた点を記入すること。
＊保育の展開と子どもの育ち：最終年度の１年間の保育における指導の過程と子どもの発達の姿（保育所保育指針第２章「保育の内容」
に示された各領域のねらいを視点として、子どもの発達の実情から向上が著しいと思われるもの）を、保育所の生活を通して全体的、
総合的に捉えて記入すること。その際、他の子どもとの比較や一定の基準に対する達成度についての評定によって捉えるものではない
ことに留意すること。あわせて、就学後の指導に必要と考えられる配慮事項等について記入すること。別紙を参照し、「幼児期の終わり
までに育ってほしい姿」を活用して子どもに育まれている資質・能力を捉え、指導の過程と育ちつつある姿をわかりやすく記入するよ
うに留意すること。 

＊特に配慮すべき事項：子どもの健康の状況等、就学後の指導において配慮が必要なこととして、特記すべき事項がある場合に記入する
こと。 

○最終年度に至るまでの育ちに関する事項
子どもの入所時から最終年度に至るまでの育ちに関し、最終年度における保育の過程と子どもの育ちの姿を理解する上で、特に重要

と考えられることを記入すること。

ふりがな 

保育の過程と子どもの育ちに関する事項 最終年度に至るまでの育ちに関する事項 

氏 名 
（最終年度の重点） 

生年 
月日 

 年  月  日 

性 別 （個人の重点） 

ねらい 

（発達を捉える視点） 

健 

康 

明るく伸び伸びと行動し、充実感を味
わう。 

（保育の展開と子どもの育ち） 

自分の体を十分に動かし、進んで運動
しようとする。 
健康、安全な生活に必要な習慣や態度

を身に付け、見通しをもって行動する。 

人

間

関

係 

保育所の生活を楽しみ、自分の力で行
動することの充実感を味わう。 

身近な人と親しみ、関わりを深め、工
夫したり、協力したりして一緒に活動す
る楽しさを味わい、愛情や信頼感をもつ。 
 社会生活における望ましい習慣や態度
を身に付ける。 

環 

境 

身近な環境に親しみ、自然と触れ合う
中で様々な事象に興味や関心をもつ。 

身近な環境に自分から関わり、発見を
楽しんだり、考えたりし、それを生活に
取り入れようとする。 

 身近な事象を見たり、考えたり、扱っ
たりする中で、物の性質や数量、文字な
どに対する感覚を豊かにする。 

言 

葉 

自分の気持ちを言葉で表現する楽しさ
を味わう。 
人の言葉や話などをよく聞き、自分の

経験したことや考えたことを話し、伝え
合う喜びを味わう。 

日常生活に必要な言葉が分かるように
なるとともに、絵本や物語などに親しみ、
言葉に対する感覚を豊かにし、保育士等
や友達と心を通わせる。 

表 

現 

いろいろなものの美しさなどに対する
豊かな感性をもつ。 

 感じたことや考えたことを自分なりに
表現して楽しむ。 （特に配慮すべき事項） 

 生活の中でイメージを豊かにし、様々
な表現を楽しむ。 

 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

※各項目の内容等については、別紙に示す

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿について」を

参照すること。

健康な心と体

自立心

協同性

道徳性・規範意識の芽生え

社会生活との関わり

思考力の芽生え

自然との関わり・生命尊重

数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚

言葉による伝え合い

豊かな感性と表現

【参考様式】 
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（別紙） 

※小学校には１校につき１枚のみ送付

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿について 

保育所保育指針第１章「総則」に示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、保育所保育指針第２章「保育の内容」に示されたね

らい及び内容に基づいて、各保育所で、乳幼児期にふさわしい生活や遊びを積み重ねることにより、保育所保育において育みたい資質・能力が

育まれている子どもの具体的な姿であり、特に小学校就学の始期に達する直前の年度の後半に見られるようになる姿である。「幼児期の終わりま

でに育ってほしい姿」は、とりわけ子どもの自発的な活動としての遊びを通して、一人一人の発達の特性に応じて、これらの姿が育っていくも

のであり、全ての子どもに同じように見られるものではないことに留意すること。 

健康な心と体 
保育所の生活の中で、充実感をもって自分のやりたいことに向かって心と体を十分に働かせ、見通しをもって 

行動し、自ら健康で安全な生活をつくり出すようになる。 

自立心 

身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、しなければならないことを自覚し、自分の力で行うた 

めに考えたり、工夫したりしながら、諦めずにやり遂げることで達成感を味わい、自信をもって行動するように

なる。 

協同性 
友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、工夫したり、協 

力したりし、充実感をもってやり遂げるようになる。 

道徳性・規範意識 

の芽生え 

友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、自分の行動を振り返ったり、友達の気持 

ちに共感したりし、相手の立場に立って行動するようになる。また、きまりを守る必要性が分かり、自分の気持

ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、きまりをつくったり、守ったりするようになる。 

社会生活との関わり 

家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに、地域の身近な人と触れ合う中で、人との様々な関わり方に

気付き、相手の気持ちを考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、地域に親しみをもつようになる。また、保

育所内外の様々な環境に関わる中で、遊びや生活に必要な情報を取り入れ、情報に基づき判断したり、情報を伝

え合ったり、活用したりするなど、情報を役立てながら活動するようになるとともに、公共の施設を大切に利用

するなどして、社会とのつながりなどを意識するようになる。 

思考力の芽生え 

身近な事象に積極的に関わる中で、物の性質や仕組みなどを感じ取ったり、気付いたりし、考えたり、予想し 

たり、工夫したりするなど、多様な関わりを楽しむようになる。また、友達の様々な考えに触れる中で、自分と

異なる考えがあることに気付き、自ら判断したり、考え直したりするなど、新しい考えを生み出す喜びを味わい

ながら、自分の考えをよりよいものにするようになる。 

自然との関わり・ 

生命尊重 

自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取り、好奇心や探究心をもって考え言葉などで表 

現しながら、身近な事象への関心が高まるとともに、自然への愛情や畏敬の念をもつようになる。また、身近な

動植物に心を動かされる中で、生命の不思議さや尊さに気付き、身近な動植物への接し方を考え、命あるものと

していたわり、大切にする気持ちをもって関わるようになる。 

数量や図形、標識や文字 

などへの関心・感覚 

遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の役割に気付いたりし、 

自らの必要感に基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつようになる。 

言葉による伝え合い 

保育士等や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を身に付け、経験し 

たことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え合いを楽しむよう

になる。 

豊かな感性と表現 

心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で、様々な素材の特徴や表現の仕方などに気付き、感じたこと 

や考えたことを自分で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しんだりし、表現する喜びを味わい、意欲をも

つようになる。 

保育所児童保育要録（保育に関する記録）の記入に当たっては、特に小学校における子どもの指導に生かされるよう、「幼児 

期の終わりまでに育ってほしい姿」を活用して子どもに育まれている資質・能力を捉え、指導の過程と育ちつつある姿をわかり 

やすく記入するように留意すること。 

   また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が到達すべき目標ではないことに留意し、項目別に子どもの育ちつつある姿 

を記入するのではなく、全体的、総合的に捉えて記入すること。 

【参考様式】 
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測
定

日
：
  

  
  

 年
　

 　
月

　
 日

施
設

等
の

名
称

：

業
者

名
：

発
注

量
（
ｇ
）

（
検

査
使

用
量

）

※
検

査
食

材
、

発
注

量
に

つ
い

て
は

、
予

め
保

育
・
教

育
人

材
課

で
記

載
し

ま
す

。
こ

の
分

量
を

給
食

食
材

に
加

え
て

発
注

し
て

く
だ

さ
い

。

※
発

注
量

は
、

廃
棄

込
み

の
量

で
す

。

※
加

工
品

以
外

の
生

産
地

に
つ

い
て

は
、

必
ず

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
生

産
者

、
ロ

ッ
ト

番
号

、
出

荷
者

に
つ

い
て

も
記

載
を

お
願

い
し

ま
す

。
ど

う
し

て
も

記
載

が
難

し
い

場
合

は
、

農
協

名
等

、
地

域
を

限
定

で
き

る
情

報
を

お
願

い
し

ま
す

。

■
測

定
食

材
情

報
表

（
様

式
１

）

所
在

地

電
話

担
当

者

検
査

食
材

生
産

地
生

産
者

ロ
ッ

ト
番

号
出

荷
者
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（様式２）

年  月  日

保護者の皆さまへ

保育園名 名

給食食材の放射性物質検査の結果について（お知らせ） 

給食食材の事前検査の結果は以下のとおりです。

測定日 品  名 産  地 結 果 
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こ
ど

も
青

少
年

局
保

育
・
教

育
人

材
課

栄
養

士
宛

　
　

（
F
A

X
6
6
4
-
5
4
7
9
）

（
様

式
３

）

施
設

等
の

名
称

：
（

区
）

食
材

名
　

※
１

幼
児

１
人

あ
た

り
の

摂
取

量
（
ｇ
）

通
常

の
施

設
等

へ
の

納
品

日
　

※
２

当
日

納
品

の
食

材
の

場
合

、
業

者
に

出
向

け
ば

前
日

に
確

保
で

き
る

か
※

３
納

品
業

者
名

1
前

日
・
当

日
・
そ

の
他

（
）

可
能

・
不

可
能

2
前

日
・
当

日
・
そ

の
他

（
）

可
能

・
不

可
能

3
前

日
・
当

日
・
そ

の
他

（
）

可
能

・
不

可
能

4
前

日
・
当

日
・
そ

の
他

（
）

可
能

・
不

可
能

5
前

日
・
当

日
・
そ

の
他

（
）

可
能

・
不

可
能

6
前

日
・
当

日
・
そ

の
他

（
）

可
能

・
不

可
能

7
前

日
・
当

日
・
そ

の
他

（
）

可
能

・
不

可
能

8
前

日
・
当

日
・
そ

の
他

（
）

可
能

・
不

可
能

太
枠

内
に

各
食

材
の

納
品

状
況

、
納

入
業

者
名

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

※
１

　
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
公

開
時

の
名

称
の

た
め

、
献

立
表

の
食

材
名

と
異

な
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

※
２

　
米

の
よ

う
に

あ
ら

か
じ

め
ま

と
め

て
納

品
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

他
に

「
１

週
間

分
ま

と
め

て
納

品
」
な

ど
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

※
３

　
給

食
実

施
当

日
の

朝
検

査
で

き
る

の
は

最
大

2
品

で
す

。
前

日
納

品
の

場
合

は
記

入
不

要
で

す
。

食
材

予
定

・
納

品
状

況
確

認
表

給
食

実
施

日
：
 

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
（
　

　
　

）
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